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６　許可申請書の作成（申請書類の記入例及び記入上の注意）
建設業許可申請書類等一覧
綴順 様式番号 頁 新規 追加 更新 摘要

1 表紙 29 ○ ○ ○ 知事許可の場合必要

2 第一号 30 ○ ○ ○
3 別紙一 33 ○ ○ ○ 個人の場合も必要

4 別紙二（１） 34 ○ ○
5 別紙二（２） 35 ○
6 別紙三 － ○ ○ ○
7 別紙四 36 ○ ○ ○

8 第二号 39-48 ○ ○
業種別に作成，実績なし
でも添付，追加の場合は
追加業種分のみ

9 第三号 49-50 ○ ○

10 第四号 51 ○ ○

11 第六号 52 ○ ○ ○

12 第七号 53 ○ ○ ○

13
第七号
別紙

54 ○ ○ ○

14
第七号
の二

57 ○ ○ ○

15
第七号の二

別紙一
61 ○ ○ ○

16
第七号の二

別紙二
62 ○ ○ ○

17
第七号
の三

65 ○ ○ ○

18 第八号 67 ○ ○

19 － ○ ○

20 － ○ ○ 必要な場合のみ

21 － ○ ○
Ｐ.70～72の表の技術者
の資格区分に該当するも
ののみ

22 第九号 73 ○ ○ 証明者別に作成

23 第十号 74 ○ ○ 証明者別に作成

24
第十一
号

75 ○ ○ ○
個人で支配人を置くもの
及び別紙二（１）別紙二
（２）の「従たる営業
所」を記入したもののみ

25
第十二
号

76 ○ ○ ○
監査役は不要
経営業務の管理責任者は
作成不要

21 ○ ○ ○
発行後３か月以内のもの

27
第十三
号

77 ○ ○ ○
個人で支配人を置くもの及
び 別 紙 二 （ １ ） 別 紙 二
（２）の「従たる営業所」
を記入したもののみ

28 21 ○ ○ ○ 発行後３か月以内のもの

29 定款 － ○ △
法人のみ
会社保有の現行定款と同
一内容のもの（議事録を
含む）

30
第十四
号

78 ○ △ 法人のみ

26

株主（出資者）調書

常勤役員等の略歴書

専任技術者証明書（新規・変更）

卒業証明書

資格証明書の写（併せて原本を提示）

実務経験証明書

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の
証明書

常勤役員等の略歴書

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

健康保険等の加入状況

指導監督的実務経験証明書

監理技術者資格者証

建設業法施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人
等に該当しない旨の証明書

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所，生年月
日等に関する調書

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定
代理人の役員等）の住所，生年月日等に関する調書

許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定
代理人の役員等）が成年被後見人等に該当しない旨の
証明書（注２）

様式第七号の二，別紙
一，別紙二を提出した時
は提出不要

様式第七号，別紙を提出
した時は提出不要

提出書類

建設業許可申請書

建設業許可申請書

常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

直前３年の各事業年度における工事施工金額

役員等の一覧表

営業所一覧表（新規許可等）

営業所一覧表（更新）

収入証紙等貼付書

工事経歴書

専任技術者一覧表

使用人数

誓約書

法務局が交付する「登記されていないことの証明書」及び市区町村
長が交付する「身元（身分）証明書」（P21参照）

※該当す
る資料の
み添付
（注１）
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６　許可申請書の作成（申請書類の記入例及び記入上の注意）
建設業許可申請書類等一覧
綴順 様式番号 頁 新規 追加 更新 摘要

1 表紙 29 ○ ○ ○ 知事許可の場合必要

2 第一号 30 ○ ○ ○
3 別紙一 33 ○ ○ ○ 個人の場合も必要

4 別紙二（１） 34 ○ ○
5 別紙二（２） 35 ○
6 別紙三 － ○ ○ ○
7 別紙四 36 ○ ○ ○

8 第二号 39-48 ○ ○
業種別に作成，実績なし
でも添付，追加の場合は
追加業種分のみ

9 第三号 49-50 ○ ○

10 第四号 51 ○ ○

11 第六号 52 ○ ○ ○

12 第七号 53 ○ ○ ○

13
第七号
別紙

54 ○ ○ ○

14
第七号
の二

57 ○ ○ ○

15
第七号の二

別紙一
61 ○ ○ ○

16
第七号の二

別紙二
62 ○ ○ ○

17
第七号
の三

65 ○ ○ ○

18 第八号 67 ○ ○

19 － ○ ○

20 － ○ ○ 必要な場合のみ

21 － ○ ○
Ｐ.70～72の表の技術者
の資格区分に該当するも
ののみ

22 第九号 73 ○ ○ 証明者別に作成

23 第十号 74 ○ ○ 証明者別に作成

24
第十一
号

75 ○ ○ ○
個人で支配人を置くもの
及び別紙二（１）別紙二
（２）の「従たる営業
所」を記入したもののみ

25
第十二
号

76 ○ ○ ○
監査役は不要
経営業務の管理責任者は
作成不要

21 ○ ○ ○
発行後３か月以内のもの

27
第十三
号

77 ○ ○ ○
個人で支配人を置くもの及
び 別 紙 二 （ １ ） 別 紙 二
（２）の「従たる営業所」
を記入したもののみ

28 21 ○ ○ ○ 発行後３か月以内のもの

29 定款 － ○ △
法人のみ
会社保有の現行定款と同
一内容のもの（議事録を
含む）

30
第十四
号

78 ○ △ 法人のみ

様式第七号の二，別紙
一，別紙二を提出した時
は提出不要

様式第七号，別紙を提出
した時は提出不要

提出書類

建設業許可申請書

建設業許可申請書

常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

直前３年の各事業年度における工事施工金額

役員等の一覧表

営業所一覧表（新規許可等）

営業所一覧表（更新）

収入証紙等貼付書

工事経歴書

専任技術者一覧表

使用人数

誓約書

指導監督的実務経験証明書

監理技術者資格者証

建設業法施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人
等に該当しない旨の証明書

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所，生年月
日等に関する調書

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定
代理人の役員等）の住所，生年月日等に関する調書

許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定
代理人の役員等）が成年被後見人等に該当しない旨の
証明書（注２）

常勤役員等の略歴書

専任技術者証明書（新規・変更）

卒業証明書

資格証明書の写（併せて原本を提示）

実務経験証明書

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の
証明書

常勤役員等の略歴書

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

健康保険等の加入状況

26

株主（出資者）調書

法務局が交付する「登記されていないことの証明書」及び市区町村
長が交付する「身元（身分）証明書」（P21参照）

※該当す
る資料の
み添付

（注１）
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改　定　後 改　定　前



31

財務諸表表紙
第十五号
第十六号
第十七号
第十七号の二
第十七号の三

79-92 ○
新規設立会社で決算期が
未到来の場合は開始貸借
対照表

32
財務諸表表紙
第十八号
第十九号

79,
93-96 ○

新規開業で決算期が未到
来の場合は添付不要

33 － ○ △ 発行後３か月以内のもの

34
第二十
号

97 ○ ○

35
第二十
号の二

98 ○ △ 該当なしの場合も添付

法人事業税 ○
・新規設立会社で決算期未
到来の場合は，法人設立等
届出書又は電子申請受付確
認のハードコピー等を添付

個人事業税 ○
・個人で決算期未到来の場
合は事業開始等届出書又は
電子申請受付確認のハード
コピー等を添付

37
第二十
号の三

99 ○ △

38 － △ 許可換え新規の場合必要

39 － ☆ ☆ ☆ 代理申請の場合
発行後３か月以内のもの

― ○ ○ ○

32 ○

20 ○ ○ ○

55,63 ○ △

68,74 ○ ○ 国家資格の場合は不要

66 ○ ○ ○

※法第十七条の二，三に規定される譲渡・合併・分割・相続を伴う認可申請書類については，本手引き記載例の様
式とは異なりますので，御注意ください。
　様式は，事業管理課ＨＰに掲載しております。これらの申請にあたっては，お早めに管轄の土木事務所へ御相談願
います。

（注３）No.31の附属明細表〔様式第十七号の三〕について
　資本金が１億円を超える，又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会
社のみ提出が必要です。

(注２）No.26「許可申請者が成年被後見人等に該当しない旨の証明書」について
　取締役ではない「相談役」「顧問」「100分の5以上の株主」「100分の5以上の出資者」（いずれも個人に限
る）については，役員等の一覧表（別紙１）に記載する必要がありますが，法務局が交付する「登記されてい
ないことの証明書」及び市区町村長が交付する「身元（身分）証明書」の添付は不要です。

○印→必要とする書類
△印→既に申請（変更届を含む。）したものと記載事項に変更がない場合は省略できる書類
☆印→場合によっては必要な書類

（注１）No.19～23について
　該当するもののみ添付して下さい。国土交通大臣による特別認定者で専任技術者になっている者が，許可の
有効期間内に認定の更新を行った場合は，許可の更新時に認定書の写しを添付して下さい。

確

認

資

料

財産的基礎の確認資料 (注４)

適正な経営体制の確認資料

実務経験の確認資料

保険加入状況の確認資料

既に受けている建設業の許可通知書

常勤性の確認資料（常勤役員等・専技）

営業所所在地の確認資料

委任状

主要取引金融機関名

所属建設業者団体

36

納税証明書（原本）

※以下の記載があるもの
　・納付すべき額
  ・納付済額

財務諸表（個人用）（直前１年分）

登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る）

営業の沿革

財務諸表（法人用）（直前１年分）（注３)

－

p56,p64（注６）要確認
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31

財務諸表表紙
第十五号
第十六号
第十七号
第十七号の二
第十七号の三

79-93 ○
新規設立会社で決算期が
未到来の場合は開始貸借
対照表

32
財務諸表表紙
第十八号
第十九号

79,
93-96 ○

新規開業で決算期が未到
来の場合は添付不要

33 － ○ △ 発行後３か月以内のもの

34
第二十
号

97 ○ ○

35
第二十
号の二

98 ○ △ 該当なしの場合も添付

法人事業税 ○
・新規設立会社で決算期未
到来の場合は，法人設立等
届出書又は電子申請受付確
認のハードコピー等を添付

個人事業税 ○
・個人で決算期未到来の場
合は事業開始等届出書又は
電子申請受付確認のハード
コピー等を添付

37
第二十
号の三

99 ○ △

38 － △ 許可換え新規の場合必要

39 － ☆ ☆ ☆ 代理申請の場合
発行後３か月以内のもの

― ○ ○ ○

32 ○

20 ○ ○ ○

55,63 ○ △

68,74 ○ ○ 国家資格の場合は不要

66 ○ ○ ○

－

財務諸表（個人用）（直前１年分）

登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る）

営業の沿革

財務諸表（法人用）（直前１年分）（注３)

所属建設業者団体

36

納税証明書（原本）

※以下の記載があるもの
　・納付すべき額
  ・納付済額

既に受けている建設業の許可通知書

常勤性の確認資料（常勤役員等・専技）

営業所所在地の確認資料

委任状

主要取引金融機関名

確

認

資

料

財産的基礎の確認資料 (注４)

適正な経営体制の確認資料

実務経験の確認資料

保険加入状況の確認資料

※法第十七条の二，三に規定される譲渡・合併・分割・相続を伴う認可申請書類については，本手引き記載例の様
式とは異なりますので，御注意ください。
　様式は，事業管理課ＨＰに掲載しております。これらの申請にあたっては，お早めに管轄の土木事務所へ御相談願
います。

（注３）No.31の附属明細表〔様式第十七号の三〕について
　資本金が１億円を超える，又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会
社のみ提出が必要です。

(注２）No.26「許可申請者が成年被後見人等に該当しない旨の証明書」について
　取締役ではない「相談役」「顧問」「100分の5以上の株主」「100分の5以上の出資者」（いずれも個人に限
る）については，役員等の一覧表（別紙１）に記載する必要がありますが，法務局が交付する「登記されてい
ないことの証明書」及び市区町村長が交付する「身元（身分）証明書」の添付は不要です。

○印→必要とする書類
△印→既に申請（変更届を含む。）したものと記載事項に変更がない場合は省略できる書類
☆印→場合によっては必要な書類

（注１）No.19～23について
　該当するもののみ添付して下さい。国土交通大臣による特別認定者で専任技術者になっている者が，許可の
有効期間内に認定の更新を行った場合は，許可の更新時に認定書の写しを添付して下さい。

p56,p64（注６）要確認
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改　定　後 改　定　前
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和
2
年

50
,0
00

一
宮
二
郎

レ
令
和
2

Ｃ
Ｂ

〃
Ｂ
邸
住
宅
敷
地
盛
土
及
び

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月

Ｂ
仙
台
産
業
㈱
〃

仙
台
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

外
構
工
事

宮
城
県

仙
台
市

千
円

80
,0
00

上
田
太
郎

レ
令
和
2

（
50
,0
00
）

4
月

千
円

年
10
月

Ａ
Ａ

元
請

A
邸
新
築
工
事
の
内

足
場
組
立
て
工
事

宮
城
県

仙
台
市

（
７
）
工
事
経
歴
書
〔
様
式
第
二
号
〕

経
営
事
項
審
査
を
受
け
な
い
場
合
の
記
載
例

Ｐ
.
43
-
48
の
記
載
要
領
を
必
ず
ご
覧
く
だ
さ
い

工
事
経
歴
書

10
0,
00
0

江
藤
一
郎

レ
令
和
2

と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト

注
文
者

元
請
又
は
下
請
の
別

JV の 別
工
　
事
　
名

工
事
現
場
の
あ
る

都
道
府
県
及
び

市
区

町
村

名

配
置
技
術
者

請
負
代
金
の
額

工
　
　
期

氏
　
名

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の

別
（
該
当
箇
所
に
ﾚ
印
を
記
載
）

う
ち
、

　
・
PC

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

着
工
年
月
日

完
成
又
は

完
成
予
定
年
月

12
月

千
円

千
円

令
和
2
年

決
算
変
更
届
に
添
付
す
る
場
合
は
，
記
載
要
領
３
（２
）に

係
ら
ず
，
記
載
件
数
は
年
間
工
事
高
の
７
割
の
額
に
達
す

る
ま
で
と
し
，
７
割
ま
で
記
載
す
る
と
工
事
件
数
が
2
0件

を
超
え
る
場
合
は
20
件
ま
で
と
す
る
。

各
工
事
現
場
に
置
か
れ
た
配

置
技
術
者
に
つ
い
て
，
該
当

す
る
箇
所
に
レ
印
を
記
載
す
る
。

ペ
ー
ジ
ご
と
の
合
計
を

記
載
す
る
。

最
終
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
，
業

種
ご
と
の
す
べ
て
の
工
事
の

合
計
を
記
載
す
る
。

申
請
又
は
届
出
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事

業
年
度
に
完
成
し
た
建
設
工
事
及
び
未
成
工
事
に
つ
い

て
，
元
請
・
下
請
を
問
わ
ず
，
請
負
代
金
の
大
き
い
順
に

記
載
す
る
。

ど
ち
ら
か
当
て
は
ま
る

方
に
丸
を
付
け
る
。

「注
文
者
」及
び
「工
事
名
」の
記
入
に
際
し
て
は
、

工
事
内
容
が
分
か
る
よ
う
に
具
体
的
に
記
載
す
る
。

た
だ
し
、
個
人
の
氏
名
を
記
載
し
な
い
よ
う
に
注
意

す
る
こ
と
（発
注
者
「
Ａ
」、
工
事
名
「Ａ
邸
新
築
工

事
」の
よ
う
に
記
載
す
る
）
。

実
績
が
な
い

場
合
は
「
な
し
」

と
記
載
す
る
。

業
種
ご
と
に
用

紙
を
改
め
る
。

工
事
進
行
基
準
又
は

収
益
認
識
基
準
が

適
用
さ
れ
る
工
事

は
，
そ
の
完
成
工
事

高
を
括
弧
書
で
付

記
す
る
。

ペ
ー
ジ
ご
と
の
完
成

工
事
高
の
合
計
額

(A
～
Ｉの
合
計
額
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
元

請
完
成
工
事
高
の

合
計
額

(A
+B
+C
+G
)当
該
工
事
の
施
工

中
に
配
置
技
術
者

の
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
，
変
更

前
の
者
を
含
む
す

べ
て
の
者
を
記
載

す
る
。
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様
式
第
二
号
（
第
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十
九
条
の
八
関
係

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事
 
（
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任
技
術
者
監
理
技
術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト

注
文
者

元
請
又
は
下
請
の
別

JV の 別
工
　
事
　
名

工
事
現
場
の
あ
る

都
道
府
県
及
び

市
区

町
村

名

配
置
技
術
者

請
負
代
金
の
額

工
　
　
期

氏
　
名

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の

別
（
該
当
箇
所
に
ﾚ
印
を
記
載
）

う
ち
、

　
・
PC

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

着
工
年
月
日

完
成
又
は

完
成
予
定
年
月

12
月

千
円

千
円

令
和
2
年

（
７
）
工
事
経
歴
書
〔
様
式
第
二
号
〕

経
営
事
項
審
査
を
受
け
な
い
場
合
の
記
載
例

Ｐ
.
43
-
48
の
記
載
要
領
を
必
ず
ご
覧
く
だ
さ
い

工
事
経
歴
書

10
0,
00
0

江
藤
一
郎

レ
令
和
2
年
10
月

Ａ
Ａ

元
請

A
邸
新
築
工
事
の
内

足
場
組
立
て
工
事

宮
城
県

仙
台
市

80
,0
00

上
田
太
郎

レ
令
和
2

（
50
,0
00
）

4
月

千
円

Ｃ
Ｂ

〃
Ｂ
邸
住
宅
敷
地
盛
土
及
び

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月

Ｂ
仙
台
産
業
㈱
〃

仙
台
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

外
構
工
事

宮
城
県

仙
台
市

千
円

令
和
2
年

50
,0
00

一
宮
二
郎

レ
令
和
2

3
月

千
円

千
円

Ｄ
㈱
昭
和
建
設
下
請

広
瀬
川
改
修
工
事
の
内

掘
削
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
3
月
令
和
2
年

9,
00
0

津
島
一
平

レ
令
和
2

山
田
　
潔

5
月

千
円

千
円

Ｅ
㈱
東
北
道
路
〃

道
路
法
面
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
5
月
令
和
2
年

7,
50
0

7,
50
0

半
田
五
郎

レ
令
和
2

1
月

千
円

千
円

Ｆ
㈲
東
北
塗
装
〃

太
白
ア
パ
ー
ト
改
築
工
事
の
内

足
場
仮
設
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
1
月
令
和
2
年

6,
00
0

岡
崎
三
男

レ
令
和
2

11
月

千
円

千
円

Ｇ
㈱
令
和
組
元
請

栄
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

く
い
打
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
10
月
令
和
2
年

5,
50
0

豊
田
一
郎

レ
令
和
2

9
月

千
円

千
円

Ｈ
山
田
建
設
㈱
下
請

白
石
川
改
修
工
事
の
内

掘
削
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
9
月
令
和
2
年

4,
20
0

阿
部
三
郎

レ
令
和
2

3
月

千
円

千
円

Ｉ
㈱
四
国
道
路
〃

一
般
国
道
１
０
０
号
線
道
路
改
良

工
事
の
内
カ
ッ
タ
ー
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月
令
和
2
年

3,
80
0

上
田
太
郎

レ
令
和
元

4
月

千
円

千
円

年
4
月
令
和
元
年

令
和

月
千
円

千
円

小
計

9
23
6,
00
0

7,
50
0

う
ち
　
元
請
工
事

月
令
和

年
年

22
0,
50
0
千
円

千
円

20
5,
50
0
千
円

千
円

合
計

39
33
7,
00
0

7,
50
0

う
ち
　
元
請
工
事

決
算
変
更
届
に
添
付
す
る
場
合
は
，
記
載
要
領
３
（２
）に

係
ら
ず
，
記
載
件
数
は
年
間
工
事
高
の
７
割
の
額
に
達
す

る
ま
で
と
し
，
７
割
ま
で
記
載
す
る
と
工
事
件
数
が
2
0 件

を
超
え
る
場
合
は
20
件
ま
で
と
す
る
。

各
工
事
現
場
に
置
か
れ
た
配

置
技
術
者
に
つ
い
て
，
該
当

す
る
箇
所
に
レ
印
を
記
載
す
る
。

ペ
ー
ジ
ご
と
の
合
計
を

記
載
す
る
。

最
終
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
，
業

種
ご
と
の
す
べ
て
の
工
事
の

合
計
を
記
載
す
る
。

申
請
又
は
届
出
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事

業
年
度
に
完
成
し
た
建
設
工
事
及
び
未
成
工
事
に
つ
い

て
，
元
請
・
下
請
を
問
わ
ず
，
請
負
代
金
の
大
き
い
順
に

記
載
す
る
。

ど
ち
ら
か
当
て
は
ま
る

方
に
丸
を
付
け
る
。

「注
文
者
」及
び
「工
事
名
」の
記
入
に
際
し
て
は
、

工
事
内
容
が
分
か
る
よ
う
に
具
体
的
に
記
載
す
る
。

た
だ
し
、
個
人
の
氏
名
を
記
載
し
な
い
よ
う
に
注
意

す
る
こ
と
（発
注
者
「
Ａ
」、
工
事
名
「Ａ
邸
新
築
工

事
」の
よ
う
に
記
載
す
る
）
。

実
績
が
な
い

場
合
は
「
な
し
」

と
記
載
す
る
。

業
種
ご
と
に
用

紙
を
改
め
る
。

工
事
進
行
基
準
が

適
用
さ
れ
る
工
事

は
，
そ
の
完
成
工
事

高
を
括
弧
書
で
付

記
す
る
。

ペ
ー
ジ
ご
と
の
完
成

工
事
高
の
合
計
額

(A
～
Ｉの
合
計
額
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
元

請
完
成
工
事
高
の

合
計
額

(A
+B
+C
+G
)当
該
工
事
の
施
工

中
に
配
置
技
術
者

の
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
，
変
更

前
の
者
を
含
む
す

べ
て
の
者
を
記
載

す
る
。
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改　定　後 改　定　前



様
式
第
二
号
（
第
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十
九
条
の
八
関
係
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事
 （
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任
技
術
者
監
理
技
術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト

注
文
者

元
請
又
は
下
請
の
別

J
V
の 別

工
　
事
　
名

工
事
現
場
の
あ
る

都
道
府
県
及
び

市
区

町
村

名

配
置
技
術
者

請
負
代
金
の
額

工
　
　
期

氏
　
名

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の

別
（
該
当
箇
所
に
ﾚ
印
を
記
載
）

う
ち
、

　
・
P
C

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

着
工
年
月
日

完
成
又
は

完
成
予
定
年
月

12
月

千
円

千
円

令
和
3
年

経
営
事
項
審
査
を
受
け
る
場
合
の
記
載
例

（
全
て
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額
の
７
割
に
達
し
た
場
合
）

P
.
3
9
の
フ
ロ
ー
図
，
P
.
4
3
-
4
8の
記
載
要
領
を
必
ず
ご
覧
く
だ
さ
い

工
事
経
歴
書

10
0,
00
0

江
藤
一
郎

レ
令
和
2
年
10
月

Ａ
Ａ

元
請

A
邸
新
築
工
事
の
内

足
場
組
立
て
工
事

宮
城
県

仙
台
市

90
,0
00

90
,0
00

上
田
太
郎

レ
令
和
2

（
80
,0
00
）
（
80
,0
00
）

4
月

千
円

Ｃ
Ｂ

〃
Ｂ
邸
住
宅
敷
地
盛
土
及
び

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
11
月

Ｂ
宮
城
県

〃
道
路
法
面
工
事

宮
城
県

仙
台
市

千
円

令
和
3
年

4,
50
0

一
宮
二
郎

レ
令
和
2

8
月

千
円

千
円

Ｄ
㈱
昭
和
建
設
下
請

広
瀬
川
改
修
工
事
の
内

掘
削
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
7
月
令
和
2
年

9,
00
0

津
島
一
平

レ
令
和
25

山
田
　
潔

5
月

千
円

千
円

Ｅ
令
和
産
業
㈱
〃

仙
台
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

外
構
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
5
月
令
和
25
年

7,
50
0

半
田
五
郎

レ
令
和
2

1
月

千
円

千
円

Ｆ
㈲
東
北
塗
装
〃

太
白
ア
パ
ー
ト
改
築
工
事
の
内

足
場
仮
設
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
1
月
令
和
2
年

6,
00
0

岡
崎
三
男

レ
令
和
2

11
月

千
円

千
円

Ｇ
㈱
令
和
組

〃
栄
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

く
い
打
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
10
月
令
和
2
年

5,
50
0

豊
田
一
郎

レ
令
和
2

9
月

千
円

千
円

Ｈ
宮
城
県

元
請

C
邸
住
宅
敷
地
盛
土
及
び

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
9
月
令
和
2
年

4,
20
0

阿
部
三
郎

レ
令
和
3

3
月

千
円

千
円

Ｉ
四
国
道
路
下
請

一
般
国
道
１
０
０
号
線
道
路
改
良

工
事
の
内
カ
ッ
タ
ー
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月
令
和
3
年

3,
80
0

上
田
太
郎

レ
令
和
2

4
月

千
円

千
円

年
4
月
令
和
2
年

令
和

月
千
円

千
円

主
な
未
成
工
事
）

年
月
令
和

年

令
和

火
千
円

千
円

宮
城
県

元
請

道
路
法
面
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
火
令
和

年

90
,0
00

80
,0
00

レ
令
和
22

3
月

千
円

千
円

年
2
月
令
和
22
年

令
和

木
千
円

千
円

年
木
令
和

年

令
和

月
千
円

千
円

小
計

9
22
0,
50
0

80
,0
00

う
ち
　
元
請
工
事

月
令
和

年
年

26
3,
50
0

80
,0
00

千
円

千
円

・
・
・
「
軽
微
な
工
事
」

18
8,
70
0

80
,0
00

千
円

千
円

合
計

35
31
0,
00
0

80
,0
00

う
ち
　
元
請
工
事

元 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事 以 外 の 元 請 及 び 下 請 に 係 る 完 成 工 事

２
．
記
載
額
が
完
成
工
事
全
体
の
７
割
に
達

し
た
た
め
記
載
終
了

X
Y

Ａ
～
Iの
合
計
額

X
の
7
割

ペ
ー
ジ
ご
と
の
元
請
工
事

に
係
る
完
成
工
事
高
の
合

計
額
(A
+B
+C
+H
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
完
成

工
事
高
の
合
計
額

(A
～
Ｉの
合
計
額
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
合
計
を
記
載
す
る
。

最
終
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
，
業
種
ご
と
の

す
べ
て
の
工
事
の
合
計
を
記
載
す
る
。

未
成
工
事
に
つ
い
て
は
，
配
置
技
術
者
の
記
載
は
不
要

業
種
ご
と
に
用
紙
を
改
め
る
。

実
績
が
な
い
場
合
は
「な
し
」
と
記
載
す
る
。

各
工
事
現
場
に
置
か
れ
た
配
置
技

術
者
に
つ
い
て
，
該
当
す
る
箇
所

に
レ
印
を
記
載
す
る
。

企
業
共
同
体
（J
V
）
と
し
て
行
っ
た
工
事
に
は
「
JV
」と
記
載

当
該
工
事
の
施
工

中
に
配
置
技
術
者

の
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
，
変
更

前
の
者
を
含
む
す

べ
て
の
者
を
記
載

す
る
。

工
事
進
行
基
準
又
は

収
益
認
識
基
準
が

適
用
さ
れ
る
工
事

は
，
そ
の
完
成
工
事

高
を
括
弧
書
で
付

記
す
る
。

主 な 未 成 工 事

１
．
元
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事

の
7
割
ま
で
記
載

申
請
又
は
届
出
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の

前
事
業
年
度
に
完
成
し
た
建
設
工
事
及
び
未
成
工

事
を
記
載
す
る
。

Ａ
～
C
の
合
計
額

Ｙ
の
7
割

経
審
を
受
け
る
場
合
は

「税
抜
」と
す
る
。

「
注
文
者
」
及
び
「工
事
名
」
に
記
入
に
際
し
て
は
、
工
事
内
容
が
分
か
る
よ
う
に
具
体
的
に
記
載
す
る
。

た
だ
し
、
個
人
の
氏
名
を
記
載
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
（発
注
者
「Ａ
」、
工
事
名
「Ａ
邸
新
築
工
事
」の
よ
う
に
記
載
す
る
）。
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様
式
第
二
号
（
第
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十
九
条
の
八
関
係
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事
 （
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任
技
術
者
監
理
技
術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト

注
文
者

元
請
又
は
下
請
の
別

J
V
の 別

工
　
事
　
名

工
事
現
場
の
あ
る

都
道
府
県
及
び

市
区

町
村

名

配
置
技
術
者

請
負
代
金
の
額

工
　
　
期

氏
　
名

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の

別
（
該
当
箇
所
に
ﾚ
印
を
記
載
）

う
ち
、

　
・
P
C

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

着
工
年
月
日

完
成
又
は

完
成
予
定
年
月

12
月

千
円

千
円

令
和
3
年

経
営
事
項
審
査
を
受
け
る
場
合
の
記
載
例

（
全
て
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額
の
７
割
に
達
し
た
場
合
）

P
.
3
9
の
フ
ロ
ー
図
，
P
.
4
3
-
4
8の
記
載
要
領
を
必
ず
ご
覧
く
だ
さ
い

工
事
経
歴
書

10
0,
00
0

江
藤
一
郎

レ
令
和
2
年
10
月

Ａ
Ａ

元
請

A
邸
新
築
工
事
の
内

足
場
組
立
て
工
事

宮
城
県

仙
台
市

90
,0
00

90
,0
00

上
田
太
郎

レ
令
和
2

（
80
,0
00
）
（
80
,0
00
）

4
月

千
円

Ｃ
Ｂ

〃
Ｂ
邸
住
宅
敷
地
盛
土
及
び

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
11
月

Ｂ
宮
城
県

〃
道
路
法
面
工
事

宮
城
県

仙
台
市

千
円

令
和
3
年

4,
50
0

一
宮
二
郎

レ
令
和
2

8
月

千
円

千
円

Ｄ
㈱
昭
和
建
設
下
請

広
瀬
川
改
修
工
事
の
内

掘
削
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
7
月
令
和
2
年

9,
00
0

津
島
一
平

レ
令
和
25

山
田
　
潔

5
月

千
円

千
円

Ｅ
令
和
産
業
㈱
〃

仙
台
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

外
構
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
5
月
令
和
25
年

7,
50
0

半
田
五
郎

レ
令
和
2

1
月

千
円

千
円

Ｆ
㈲
東
北
塗
装
〃

太
白
ア
パ
ー
ト
改
築
工
事
の
内

足
場
仮
設
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
1
月
令
和
2
年

6,
00
0

岡
崎
三
男

レ
令
和
2

11
月

千
円

千
円

Ｇ
㈱
令
和
組

〃
栄
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

く
い
打
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
10
月
令
和
2
年

5,
50
0

豊
田
一
郎

レ
令
和
2

9
月

千
円

千
円

Ｈ
宮
城
県

元
請

C
邸
住
宅
敷
地
盛
土
及
び

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
9
月
令
和
2
年

4,
20
0

阿
部
三
郎

レ
令
和
3

3
月

千
円

千
円

Ｉ
四
国
道
路
下
請

一
般
国
道
１
０
０
号
線
道
路
改
良

工
事
の
内
カ
ッ
タ
ー
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月
令
和
3
年

3,
80
0

上
田
太
郎

レ
令
和
2

4
月

千
円

千
円

年
4
月
令
和
2
年

令
和

月
千
円

千
円

主
な
未
成
工
事
）

年
月
令
和

年

令
和

火
千
円

千
円

宮
城
県

元
請

道
路
法
面
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
火
令
和

年

90
,0
00

80
,0
00

レ
令
和
22

3
月

千
円

千
円

年
2
月
令
和
22
年

令
和

木
千
円

千
円

年
木
令
和

年

令
和

月
千
円

千
円

小
計

9
22
0,
50
0

80
,0
00

う
ち
　
元
請
工
事

月
令
和

年
年

26
3,
50
0

80
,0
00

千
円

千
円

・
・
・
「
軽
微
な
工
事
」

18
8,
70
0

80
,0
00

千
円

千
円

合
計

35
31
0,
00
0

80
,0
00

う
ち
　
元
請
工
事

元 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事 以 外 の 元 請 及 び 下 請 に 係 る 完 成 工 事

２
．
記
載
額
が
完
成
工
事
全
体
の
７
割
に
達

し
た
た
め
記
載
終
了

X
Y

Ａ
～
Iの
合
計
額

X
の
7割

ペ
ー
ジ
ご
と
の
元
請
工
事

に
係
る
完
成
工
事
高
の
合

計
額
(A
+B
+C
+H
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
完
成

工
事
高
の
合
計
額

(A
～
Ｉの
合
計
額
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
合
計
を
記
載
す
る
。

最
終
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
，
業
種
ご
と
の

す
べ
て
の
工
事
の
合
計
を
記
載
す
る
。

未
成
工
事
に
つ
い
て
は
，
配
置
技
術
者
の
記
載
は
不
要

業
種
ご
と
に
用
紙
を
改
め
る
。

実
績
が
な
い
場
合
は
「な
し
」
と
記
載
す
る
。

各
工
事
現
場
に
置
か
れ
た
配
置
技

術
者
に
つ
い
て
，
該
当
す
る
箇
所

に
レ
印
を
記
載
す
る
。

企
業
共
同
体
（J
V
）
と
し
て
行
っ
た
工
事
に
は
「
JV
」と
記
載

当
該
工
事
の
施
工

中
に
配
置
技
術
者

の
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
，
変
更

前
の
者
を
含
む
す

べ
て
の
者
を
記
載

す
る
。

工
事
進
行
基
準
が

適
用
さ
れ
る
工
事

は
，
そ
の
完
成
工
事

高
を
括
弧
書
で
付

記
す
る
。

主 な 未 成 工 事

１
．
元
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事

の
7
割
ま
で
記
載

申
請
又
は
届
出
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の

前
事
業
年
度
に
完
成
し
た
建
設
工
事
及
び
未
成
工

事
を
記
載
す
る
。

Ａ
～
C
の
合
計
額

Ｙ
の
7
割

経
審
を
受
け
る
場
合
は

「税
抜
」と
す
る
。

「
注
文
者
」
及
び
「工
事
名
」
に
記
入
に
際
し
て
は
、
工
事
内
容
が
分
か
る
よ
う
に
具
体
的
に
記
載
す
る
。

た
だ
し
、
個
人
の
氏
名
を
記
載
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
（発
注
者
「Ａ
」、
工
事
名
「Ａ
邸
新
築
工
事
」の
よ
う
に
記
載
す
る
）。
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改　定　後 改　定　前



様
式
第
二
号
（
第
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十
九
条
の
八
関
係
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事
 
（
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任
技
術
者
監
理
技
術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

25
,0
00
千
円

千
円

・
・
・
「
軽
微
な
工
事
」

19
,4
00
千
円

千
円

合
計

52
70
,0
00

う
ち
　
元
請
工
事

月
千
円

千
円

小
計

13
45
,7
00

う
ち
　
元
請
工
事

月
令
和

年
年

5
月

千
円

千
円

年
5
月
令
和
2
年

令
和

令
和
2

5
月

千
円

千
円

Ｍ
明
治
製
作
㈱
〃

県
道
１
２
３
号
線
道
路

側
溝
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
5
月
令
和
2
年

1,
00
0

岡
崎
三
男

レ

令
和
25

5
月

千
円

千
円

Ｌ
㈱
昭
和
建
設
〃

県
道
７
５
８
号
線
道
路

側
溝
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
4
月
令
和
2
年

1,
50
0

岡
崎
三
男

レ

令
和
25

12
月

千
円

千
円

Ｋ
㈱
江
戸
機
械
下
請

 
 
Ｇ
邸
新
築
工
事
の
内

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
12
月
令
和
2
年

1,
60
0

豊
田
一
郎

レ

令
和
2

4
月

千
円

千
円

Ｊ
Ｆ

元
請

Ｆ
邸
玄
関

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
4
月
令
和
2
年

1,
70
0

岡
崎
三
男

レ

令
和
2

3
月

千
円

千
円

Ｉ
四
国
道
路

〃
一
般
国
道
１
０
０
号
線
道
路
改
良

工
事
の
内
カ
ッ
タ
ー
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月
令
和
2
年

1,
80
0

上
田
太
郎

レ

令
和
2

9
月

千
円

千
円

Ｈ
中
国
建
築
㈱
〃

一
般
国
道
９
９
号
線
道
路

新
設
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
9
月
令
和
2
年

1,
90
0

阿
部
三
郎

レ

令
和
2

11
月

千
円

千
円

Ｇ
㈱
令
和
組

〃
栄
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

く
い
打
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
10
月
令
和
2
年

2,
00
0

豊
田
一
郎

レ

令
和
2

1
月

千
円

千
円

Ｆ
㈲
東
北
塗
装
〃

太
白
ア
パ
ー
ト
改
築
工
事
の
内

足
場
仮
設
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
1
月
令
和
2
年

2,
50
0

岡
崎
三
男

レ

令
和
2

5
月

千
円

千
円

Ｅ
令
和
産
業
㈱
〃

仙
台
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

外
構
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
5
月
令
和
25
年

6,
00
0

半
田
五
郎

レ

令
和
25

山
田
　
博

8
月

千
円

千
円

Ｄ
㈱
昭
和
建
設
下
請

広
瀬
川
改
修
工
事
の
内

掘
削
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
7
月
令
和
2
年

8,
00
0

津
島
一
平

レ

令
和
2
年

3,
20
0

一
宮
二
郎

レ
令
和
2

Ｃ
Ｅ

〃
Ｅ
住
宅
敷
地
盛
土
及
び

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月

Ｂ
Ｄ

〃
Ｄ
邸
車
止
め
設
置
工
事

宮
城
県

仙
台
市

千
円

4,
50
0

上
田
太
郎

レ
令
和
2

3
月

千
円

年
10
月

Ａ
Ｃ

元
請

Ｃ
邸
新
築
工
事
の
内

足
場
組
立
て
工
事

宮
城
県

仙
台
市

経
営
事
項
審
査
を
受
け
る
場
合
の
記
載
例

（
全
体
で
軽
微
な
工
事
が
１
０
件
に
達
し
た
場
合
）

P
.
39
の
フ
ロ
ー
図
，
P
.
4
3
-4
8
の
記
載
要
領
を
必
ず
ご
覧
く
だ
さ
い

工
事
経
歴
書

12
,0
00

江
藤
一
郎

レ
令
和
2

（
1
0,
00
0）

と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト

注
文
者

元
請
又
は
下
請
の
別

J
V
の 別

工
　
事
　
名

工
事
現
場
の
あ
る

都
道
府
県
及
び

市
区

町
村

名

配
置
技
術
者

請
負
代
金
の
額

工
　
　
期

氏
　
名

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の

別
（
該
当
箇
所
に
ﾚ
印
を
記
載
）

う
ち
、

　
・
PC

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

着
工
年
月
日

完
成
又
は

完
成
予
定
年
月

5
月

千
円

千
円

令
和
3
年

元 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事 以 外 の 元 請 及 び 下 請 に 係 る 完 成 工 事

２
．
軽
微
な
工
事
が
１
０
件
に

達
し
た
た
め
記
載
終
了

１
．
元
請
工
事
に
係
る
完
成
工

事
の
7割
ま
で
記
載

B
・
C
＋
F
～
M
の
件
数

１
０
件

申
請
又
は
届
出
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の

前
事
業
年
度
に
完
成
し
た
建
設
工
事
及
び
未
成
工

事
を
記
載
す
る
。

工
事
進
行
基
準
又
は

収
益
認
識
基
準
が

適
用
さ
れ
る
工
事

は
，
そ
の
完
成
工
事

高
を
括
弧
書
で
付

当
該
工
事
の
施
工

中
に
配
置
技
術
者

の
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
，
変
更

前
の
者
を
含
む
す

べ
て
の
者
を
記
載

す
る
。

ペ
ー
ジ
ご
と
の
完
成

工
事
高
の
合
計
額

(A
～
M
の
合
計
額
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
元
請

完
成
工
事
高
の
合

計
額
(A
+B
+
C
+Ｊ
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
合
計
を
記
載
す
る
。

最
終
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
，
業
種
ご
と
の

す
べ
て
の
工
事
の
合
計
を
記
載
す
る
。

経
審
を
受
け
る
場
合
は

「税
抜
」と
す
る
。

業
種
ご
と
に
用
紙
を
改
め
る
。

「注
文
者
」及
び
「工
事
名
」に
記
入
に
際
し
て
は
、
工
事
内
容

が
分
か
る
よ
う
に
具
体
的
に
記
載
す
る
。

た
だ
し
、
個
人
の
氏
名
を
記
載
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
（
発

注
者
「Ａ
」、
工
事
名
「
Ａ
邸
新
築
工
事
」の
よ
う
に
記
載
す
る
）。
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様
式
第
二
号
（
第
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十
九
条
の
八
関
係
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事
 
（
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任
技
術
者
監
理
技
術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト

注
文
者

元
請
又
は
下
請
の
別

J
V
の 別

工
　
事
　
名

工
事
現
場
の
あ
る

都
道
府
県
及
び

市
区

町
村

名

配
置
技
術
者

請
負
代
金
の
額

工
　
　
期

氏
　
名

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の

別
（
該
当
箇
所
に
ﾚ
印
を
記
載
）

う
ち
、

　
・
PC

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

着
工
年
月
日

完
成
又
は

完
成
予
定
年
月

5
月

千
円

千
円

令
和
3
年

経
営
事
項
審
査
を
受
け
る
場
合
の
記
載
例

（
全
体
で
軽
微
な
工
事
が
１
０
件
に
達
し
た
場
合
）

P
.
39
の
フ
ロ
ー
図
，
P
.
4
3
-4
8
の
記
載
要
領
を
必
ず
ご
覧
く
だ
さ
い

工
事
経
歴
書

12
,0
00

江
藤
一
郎

レ
令
和
2

（
1
0,
00
0）

年
10
月

Ａ
Ｃ

元
請

Ｃ
邸
新
築
工
事
の
内

足
場
組
立
て
工
事

宮
城
県

仙
台
市

4,
50
0

上
田
太
郎

レ
令
和
2

3
月

千
円

Ｃ
Ｅ

〃
Ｅ
住
宅
敷
地
盛
土
及
び

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月

Ｂ
Ｄ

〃
Ｄ
邸
車
止
め
設
置
工
事

宮
城
県

仙
台
市

千
円

令
和
2
年

3,
20
0

一
宮
二
郎

レ
令
和
2

8
月

千
円

千
円

Ｄ
㈱
昭
和
建
設
下
請

広
瀬
川
改
修
工
事
の
内

掘
削
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
7
月
令
和
2
年

8,
00
0

津
島
一
平

レ
令
和
25

山
田
　
博

5
月

千
円

千
円

Ｅ
令
和
産
業
㈱
〃

仙
台
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

外
構
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
5
月
令
和
25
年

6,
00
0

半
田
五
郎

レ
令
和
2

1
月

千
円

千
円

Ｆ
㈲
東
北
塗
装
〃

太
白
ア
パ
ー
ト
改
築
工
事
の
内

足
場
仮
設
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
1
月
令
和
2
年

2,
50
0

岡
崎
三
男

レ
令
和
2

11
月

千
円

千
円

Ｇ
㈱
令
和
組

〃
栄
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

く
い
打
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
10
月
令
和
2
年

2,
00
0

豊
田
一
郎

レ
令
和
2

9
月

千
円

千
円

Ｈ
中
国
建
築
㈱
〃

一
般
国
道
９
９
号
線
道
路

新
設
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
9
月
令
和
2
年

1,
90
0

阿
部
三
郎

レ
令
和
2

3
月

千
円

千
円

Ｉ
四
国
道
路

〃
一
般
国
道
１
０
０
号
線
道
路
改
良

工
事
の
内
カ
ッ
タ
ー
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月
令
和
2
年

1,
80
0

上
田
太
郎

レ
令
和
2

4
月

千
円

千
円

Ｊ
Ｆ

元
請

Ｆ
邸
玄
関

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
4
月
令
和
2
年

1,
70
0

岡
崎
三
男

レ
令
和
2

12
月

千
円

千
円

Ｋ
㈱
江
戸
機
械
下
請

 
 
Ｇ
邸
新
築
工
事
の
内

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
12
月
令
和
2
年

1,
60
0

豊
田
一
郎

レ
令
和
25

5
月

千
円

千
円

Ｌ
㈱
昭
和
建
設
〃

県
道
７
５
８
号
線
道
路

側
溝
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
4
月
令
和
2
年

1,
50
0

岡
崎
三
男

レ
令
和
25

5
月

千
円

千
円

Ｍ
明
治
製
作
㈱
〃

県
道
１
２
３
号
線
道
路

側
溝
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
5
月
令
和
2
年

1,
00
0

岡
崎
三
男

レ
令
和
2

5
月

千
円

千
円

年
5
月
令
和
2
年

令
和

月
千
円

千
円

小
計

13
45
,7
00

う
ち
　
元
請
工
事

月
令
和

年
年

25
,0
00
千
円

千
円

・
・
・
「
軽
微
な
工
事
」

19
,4
00
千
円

千
円

合
計

52
70
,0
00

う
ち
　
元
請
工
事

元 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事 以 外 の 元 請 及 び 下 請 に 係 る 完 成 工 事

２
．
軽
微
な
工
事
が
１
０
件
に

達
し
た
た
め
記
載
終
了

１
．
元
請
工
事
に
係
る
完
成
工

事
の
7割
ま
で
記
載

B
・
C
＋
F
～
M
の
件
数

１
０
件

申
請
又
は
届
出
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の

前
事
業
年
度
に
完
成
し
た
建
設
工
事
及
び
未
成
工

事
を
記
載
す
る
。

工
事
進
行
基
準
が

適
用
さ
れ
る
工
事

は
，
そ
の
完
成
工
事

高
を
括
弧
書
で
付

記
す
る
。

当
該
工
事
の
施
工

中
に
配
置
技
術
者

の
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
，
変
更

前
の
者
を
含
む
す

べ
て
の
者
を
記
載

す
る
。

ペ
ー
ジ
ご
と
の
完
成

工
事
高
の
合
計
額

(A
～
M
の
合
計
額
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
元
請

完
成
工
事
高
の
合

計
額
(A
+B
+
C
+Ｊ
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
合
計
を
記
載
す
る
。

最
終
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
，
業
種
ご
と
の

す
べ
て
の
工
事
の
合
計
を
記
載
す
る
。

経
審
を
受
け
る
場
合
は

「税
抜
」と
す
る
。

業
種
ご
と
に
用
紙
を
改
め
る
。

「注
文
者
」及
び
「工
事
名
」に
記
入
に
際
し
て
は
、
工
事
内
容

が
分
か
る
よ
う
に
具
体
的
に
記
載
す
る
。

た
だ
し
、
個
人
の
氏
名
を
記
載
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
（
発

注
者
「Ａ
」、
工
事
名
「
Ａ
邸
新
築
工
事
」の
よ
う
に
記
載
す
る
）。
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改　定　後 改　定　前



様
式
第
二
号
（
第
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十
九
条
の
八
関
係
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事
 
（
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任
技
術
者
監
理
技
術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

50
,0
00

千
円

千
円

・
・
・
「
軽
微
な
工
事
」

30
,7
00

千
円

千
円

合
計

52
65
,0
00

う
ち
　
元
請
工
事

月
千
円

千
円

小
計

13
45
,7
00

う
ち
　
元
請
工
事

月
令
和

年
年

5
月

千
円

千
円

年
5
月
令
和
2
1
年

令
和

令
和
21

5
月

千
円

千
円

Ｍ
明
治
製
作
㈱
〃

県
道
１
２
３
号
線
道
路

側
溝
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
5
月
令
和
21
年

7,
00
0

岡
崎
三
男

レ

令
和
2
1

佐
藤
斉

5
月

千
円

千
円

Ｌ
㈱
昭
和
建
設
下
請

県
道
７
５
８
号
線
道
路

側
溝
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
4
月
令
和
2
年

8,
00
0

岡
崎
三
男

レ

令
和
2

12
月

千
円

千
円

Ｋ
㈱
江
戸
機
械
〃

Ｇ
邸
新
築
工
事
の
内

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
12
月
令
和
2
年

1,
00
0

豊
田
一
郎

レ

令
和
2

4
月

千
円

千
円

Ｊ
Ｆ

〃
Ｆ
邸
玄
関

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
4
月
令
和
2
年

1,
50
0

岡
崎
三
男

レ

令
和
2

3
月

千
円

千
円

Ｉ
四
国
道
路

〃
一
般
国
道
１
０
０
号
線
道
路
改
良

工
事
の
内
カ
ッ
タ
ー
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月
令
和
2
年

1,
60
0

愛
知
太
郎

レ

令
和
2

9
月

千
円

千
円

Ｈ
中
国
建
築
㈱
〃

一
般
国
道
９
９
号
線
道
路

新
設
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
9
月
令
和
2
年

1,
70
0

名
古
屋
三
郎

レ

令
和
2

11
月

千
円

千
円

Ｇ
㈱
令
和
組

〃
栄
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

く
い
打
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
10
月
令
和
2
年

1,
80
0

豊
田
一
郎

レ

令
和
2

1
月

千
円

千
円

Ｆ
㈲
東
北
塗
装
〃

太
白
ア
パ
ー
ト
改
築
工
事
の
内

足
場
仮
設
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
1
月
令
和
2
年

1,
90
0

岡
崎
三
男

レ

令
和
2

5
月

千
円

千
円

Ｅ
令
和
産
業
㈱
〃

仙
台
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

外
構
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
5
月
令
和
2
年

2,
00
0

半
田
五
郎

レ

令
和
2

3
月

千
円

千
円

Ｄ
㈱
昭
和
建
設
〃

広
瀬
川
改
修
工
事
の
内

掘
削
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
3
月
令
和
2
年

2,
50
0

津
島
一
平

レ

令
和
2
年

3,
20
0

一
宮
二
郎

レ
令
和
2

Ｃ
Ｅ

〃
Ｅ
住
宅
敷
地
盛
土
及
び

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月

Ｂ
Ｄ

〃
Ｄ
邸
車
止
め
設
置
工
事

宮
城
県

仙
台
市

千
円

4,
50
0

愛
知
太
郎

レ
令
和
2

3
月

千
円

年
10
月

Ａ
Ｃ

元
請

Ｃ
邸
新
築
工
事
の
内

足
場
組
立
て
工
事

宮
城
県

仙
台
市

経
営
事
項
審
査
を
受
け
る
場
合
の
記
載
例

（
元
請
工
事
で
軽
微
な
工
事
が
１
０
件
に
達
し
た
場
合
）

P
.
3
9
の
フ
ロ
ー
図
，
P
.
4
3
-
4
8
の
記
載
要
領
を
必
ず
ご
覧
く
だ
さ
い

工
事
経
歴
書

10
,0
00

東
京
一
郎

レ
令
和
2

（
９
,0
00
）

と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト

注
文
者

元
請
又
は
下
請
の
別

J
V
の 別

工
　
事
　
名

工
事
現
場
の
あ
る

都
道
府
県
及
び

市
区

町
村

名

配
置
技
術
者

請
負
代
金
の
額

工
　
　
期

氏
　
名

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の

別
（
該
当
箇
所
に
ﾚ印
を
記
載
）

う
ち
、

　
・
PC

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

着
工
年
月
日

完
成
又
は

完
成
予
定
年
月

4
月

千
円

千
円

令
和
2
年

元 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事 下 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事

２
．
記
載
額
が
完
成
工
事
全
体
の
7割
に

達
し
た
た
め
記
載
終
了

１
．
軽
微
な
工
事
に
つ
い
て
１
０
件

を
超
え
る
部
分
は
記
載
不
要

B
～
K
の
件
数

１
０
件

ペ
ー
ジ
ご
と
の
元
請
工
事

に
係
る
完
成
工
事
高
の
合

計
（
A
～
K
の
合
計
額
）

申
請
又
は
届
出
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の

前
事
業
年
度
に
完
成
し
た
建
設
工
事
及
び
未
成
工

事
を
記
載
す
る
。

工
事
進
行
基
準
又
は

収
益
認
識
基
準
が

適
用
さ
れ
る
工
事

は
，
そ
の
完
成
工
事

高
を
括
弧
書
で
付

記
す
る
。

当
該
工
事
の
施
工

中
に
配
置
技
術
者

の
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
，
変
更

前
の
者
を
含
む
す

べ
て
の
者
を
記
載

す
る
。

ペ
ー
ジ
ご
と
の
完
成

工
事
高
の
合
計
額

(A
～
M
の
合
計
額
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
合
計
を
記
載
す
る
。

最
終
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
，
業
種
ご
と
の

す
べ
て
の
工
事
の
合
計
を
記
載
す
る
。

経
審
を
受
け
る
場
合

は
「税
抜
」と
す
る
。

業
種
ご
と
に
用
紙
を
改
め
る
。

「
注
文
者
」及
び
「
工
事
名
」
に
記
入
に
際
し
て
は
、
工
事
内
容
が
分
か

る
よ
う
に
具
体
的
に
記
載
す
る
。

た
だ
し
、
個
人
の
氏
名
を
記
載
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
（
発
注
者

「
Ａ
」、
工
事
名
「Ａ
邸
新
築
工
事
」の
よ
う
に
記
載
す
る
）。
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様
式
第
二
号
（
第
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十
九
条
の
八
関
係
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事
 
（
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任
技
術
者
監
理
技
術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト

注
文
者

元
請
又
は
下
請
の
別

J
V
の 別

工
　
事
　
名

工
事
現
場
の
あ
る

都
道
府
県
及
び

市
区

町
村

名

配
置
技
術
者

請
負
代
金
の
額

工
　
　
期

氏
　
名

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の

別
（
該
当
箇
所
に
ﾚ印
を
記
載
）

う
ち
、

　
・
PC

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

着
工
年
月
日

完
成
又
は

完
成
予
定
年
月

4
月

千
円

千
円

令
和
2
年

経
営
事
項
審
査
を
受
け
る
場
合
の
記
載
例

（
元
請
工
事
で
軽
微
な
工
事
が
１
０
件
に
達
し
た
場
合
）

P
.
3
9
の
フ
ロ
ー
図
，
P
.
4
3
-
4
8
の
記
載
要
領
を
必
ず
ご
覧
く
だ
さ
い

工
事
経
歴
書

10
,0
00

東
京
一
郎

レ
令
和
2

（
９
,0
00
）

年
10
月

Ａ
Ｃ

元
請

Ｃ
邸
新
築
工
事
の
内

足
場
組
立
て
工
事

宮
城
県

仙
台
市

4,
50
0

愛
知
太
郎

レ
令
和
2

3
月

千
円

Ｃ
Ｅ

〃
Ｅ
住
宅
敷
地
盛
土
及
び

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月

Ｂ
Ｄ

〃
Ｄ
邸
車
止
め
設
置
工
事

宮
城
県

仙
台
市

千
円

令
和
2
年

3,
20
0

一
宮
二
郎

レ
令
和
2

3
月

千
円

千
円

Ｄ
㈱
昭
和
建
設
〃

広
瀬
川
改
修
工
事
の
内

掘
削
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
3
月
令
和
2
年

2,
50
0

津
島
一
平

レ
令
和
2

5
月

千
円

千
円

Ｅ
令
和
産
業
㈱
〃

仙
台
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

外
構
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
5
月
令
和
2
年

2,
00
0

半
田
五
郎

レ
令
和
2

1
月

千
円

千
円

Ｆ
㈲
東
北
塗
装
〃

太
白
ア
パ
ー
ト
改
築
工
事
の
内

足
場
仮
設
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
1
月
令
和
2
年

1,
90
0

岡
崎
三
男

レ
令
和
2

11
月

千
円

千
円

Ｇ
㈱
令
和
組

〃
栄
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

く
い
打
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
10
月
令
和
2
年

1,
80
0

豊
田
一
郎

レ
令
和
2

9
月

千
円

千
円

Ｈ
中
国
建
築
㈱
〃

一
般
国
道
９
９
号
線
道
路

新
設
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
9
月
令
和
2
年

1,
70
0

名
古
屋
三
郎

レ
令
和
2

3
月

千
円

千
円

Ｉ
四
国
道
路

〃
一
般
国
道
１
０
０
号
線
道
路
改
良

工
事
の
内
カ
ッ
タ
ー
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
2
月
令
和
2
年

1,
60
0

愛
知
太
郎

レ
令
和
2

4
月

千
円

千
円

Ｊ
Ｆ

〃
Ｆ
邸
玄
関

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
4
月
令
和
2
年

1,
50
0

岡
崎
三
男

レ
令
和
2

12
月

千
円

千
円

Ｋ
㈱
江
戸
機
械
〃

Ｇ
邸
新
築
工
事
の
内

基
礎
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
12
月
令
和
2
年

1,
00
0

豊
田
一
郎

レ
令
和
2

5
月

千
円

千
円

Ｌ
㈱
昭
和
建
設
下
請

県
道
７
５
８
号
線
道
路

側
溝
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
4
月
令
和
2
年

8,
00
0

岡
崎
三
男

レ
令
和
2
1

佐
藤
斉

5
月

千
円

千
円

Ｍ
明
治
製
作
㈱
〃

県
道
１
２
３
号
線
道
路

側
溝
工
事

宮
城
県

仙
台
市

年
5
月
令
和
21
年

7,
00
0

岡
崎
三
男

レ
令
和
21

5
月

千
円

千
円

年
5
月
令
和
2
1
年

令
和

月
千
円

千
円

小
計

13
45
,7
00

う
ち
　
元
請
工
事

月
令
和

年
年

50
,0
00

千
円

千
円

・
・
・
「
軽
微
な
工
事
」

30
,7
00

千
円

千
円

合
計

52
65
,0
00

う
ち
　
元
請
工
事

元 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事 下 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事

２
．
記
載
額
が
完
成
工
事
全
体
の
7割
に

達
し
た
た
め
記
載
終
了

１
．
軽
微
な
工
事
に
つ
い
て
１
０
件

を
超
え
る
部
分
は
記
載
不
要

B
～
K
の
件
数

１
０
件

ペ
ー
ジ
ご
と
の
元
請
工
事

に
係
る
完
成
工
事
高
の
合

計
（
A
～
K
の
合
計
額
）

申
請
又
は
届
出
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の

前
事
業
年
度
に
完
成
し
た
建
設
工
事
及
び
未
成
工

事
を
記
載
す
る
。

工
事
進
行
基
準
が

適
用
さ
れ
る
工
事

は
，
そ
の
完
成
工
事

高
を
括
弧
書
で
付

記
す
る
。

当
該
工
事
の
施
工

中
に
配
置
技
術
者

の
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
，
変
更

前
の
者
を
含
む
す

べ
て
の
者
を
記
載

す
る
。

ペ
ー
ジ
ご
と
の
完
成

工
事
高
の
合
計
額

(A
～
M
の
合
計
額
)

ペ
ー
ジ
ご
と
の
合
計
を
記
載
す
る
。

最
終
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
，
業
種
ご
と
の

す
べ
て
の
工
事
の
合
計
を
記
載
す
る
。

経
審
を
受
け
る
場
合

は
「税
抜
」と
す
る
。

業
種
ご
と
に
用
紙
を
改
め
る
。

「
注
文
者
」及
び
「
工
事
名
」
に
記
入
に
際
し
て
は
、
工
事
内
容
が
分
か

る
よ
う
に
具
体
的
に
記
載
す
る
。

た
だ
し
、
個
人
の
氏
名
を
記
載
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
（
発
注
者

「
Ａ
」、
工
事
名
「Ａ
邸
新
築
工
事
」の
よ
う
に
記
載
す
る
）。
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記載要領 

１ この表は，法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに作成すること。 

２ 「税込・税抜」については，該当するものに丸を付すこと。 

３ この表には，申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事（以下「完

成工事」という。）及び申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度末において完成してい

ない建設工事（以下「未成工事」という。）を記載すること。 

記載を要する完成工事及び未成工事の範囲については，以下のとおりである。 

（１）経営規模等評価の申請を行う者の場合 

   ① 元請工事（発注者から直接請け負つた建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事（工事

進行基準を採用している場合又は会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該

契約から生ずる収益を認識する場合にあつては，完成工事及び未成工事。以下同じ。）について，

当該完成工事に係る請負代金の額（工事進行基準を採用している場合又は会社が顧客との契約に

基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合にあつては，完成工事

高。以下同じ。）の合計額のおおむね７割を超えるところまで，請負代金の額の大きい順に記載

すること（令第１条の２第１項に規定する建設工事については，10 件を超えて記載することを

要しない。）。ただし，当該完成工事に係る請負代金の額の合計額が 1,000 億円を超える場合に

は，当該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。 

   ② それに続けて，既に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事（下請負人として請け負

つた建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事について，すべての完成工事に係る請負代金

の額の合計額のおおむね７割を超えるところまで，請負代金の額の大きい順に記載すること（令

第１条の２第１項に規定する建設工事については，10 件を超えて記載することを要しない。）。

ただし，すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額が 1,000 億円を超える場合には，当該額

を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。 

   ③ さらに，それに続けて，主な未成工事について，請負代金の額の大きい順に記載すること。 

（２）経営規模等評価の申請を行わない者の場合 

    主な完成工事について，請負代金の額の大きい順に記載し，それに続けて，主な未成工事につ

いて，請負代金の額の大きい順に記載すること。 

４ 下請工事については，「注文者」の欄には当該下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載し，

「工事名」の欄には当該下請工事の名称を記載すること。 

５ 「元請又は下請の別」の欄は，元請工事については「元請」と，下請工事については「下請」と記

載すること。 

６ 「注文者」及び「工事名」の記入に際しては，その内容により個人の氏名が特定されることのない

よう十分に留意すること。 

７ 「ＪＶの別」の欄は，共同企業体（ＪＶ）として行つた工事について「ＪＶ」と記載すること。 

８ 「配置技術者」の欄は，完成工事について，法第 26 条第１項又は第２項の規定により各工事現場に

置かれた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を記載すること。また，当該工事の施工中

に配置技術者の変更があつた場合には，変更前の者も含むすべての者を記載すること。監理技術者補

佐を置いた場合又は特定専門工事に該当し主任技術者を配置しなかつた場合はその旨を記載するこ

と。 

９ 「請負代金の額」の欄は，共同企業体として行つた工事については，共同企業体全体の請負代金の

額に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を記載すること。また，工事進行基準を採用している

場合には，当該工事進行基準が適用される完成工事について，会社が顧客との契約に基づく義務の履

行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合には，当該契約に係る完成工事について，

その完成工事高を括弧書で付記すること。 

10 「請負代金の額」の「うち，PC，法面処理，鋼橋上部」の欄は，次の表の（一）欄に掲げる建設工

事について工事経歴書を作成する場合において，同表の（二） 欄に掲げる工事があるときに，同表の

（三）に掲げる略称に丸を付し，工事ごとに同表の（二）欄に掲げる工事に該当する請負代金の額を

記載すること。 

（一） （二） （三）
土木一式工事 プレストレストコンクリート構造物工事 ＰＣ

とび・土工・コンクリート工事 法面処理工事 法面処理
鋼構造物工事 鋼橋上部工事 鋼橋上部
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記載要領 

１ この表は，法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに作成すること。 

２ 「税込・税抜」については，該当するものに丸を付すこと。 

３ この表には，申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事（以下「完

成工事」という。）及び申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度末において完成してい

ない建設工事（以下「未成工事」という。）を記載すること。 

記載を要する完成工事及び未成工事の範囲については，以下のとおりである。 

（１）経営規模等評価の申請を行う者の場合 

   ① 元請工事（発注者から直接請け負つた建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事につい

て，当該完成工事に係る請負代金の額（工事進行基準を採用している場合にあつては，完成工事

高。以下同じ。）の合計額のおおむね７割を超えるところまで，請負代金の額の大きい順に記載

すること（令第１条の２第１項に規定する建設工事については，10 件を超えて記載することを

要しない。）。ただし，当該完成工事に係る請負代金の額の合計額が 1,000 億円を超える場合に

は，当該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。 

   ② それに続けて，既に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事（下請負人として請け負

つた建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事について，すべての完成工事に係る請負代金

の額の合計額のおおむね７割を超えるところまで，請負代金の額の大きい順に記載すること（令

第１条の２第１項に規定する建設工事については，10 件を超えて記載することを要しない。）。

ただし，すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額が 1,000 億円を超える場合には，当該額

を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。 

   ③ さらに，それに続けて，主な未成工事について，請負代金の額の大きい順に記載すること。 

（２）経営規模等評価の申請を行わない者の場合 

    主な完成工事について，請負代金の額の大きい順に記載し，それに続けて，主な未成工事につ

いて，請負代金の額の大きい順に記載すること。 

４ 下請工事については，「注文者」の欄には当該下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載し，

「工事名」の欄には当該下請工事の名称を記載すること。 

５ 「元請又は下請の別」の欄は，元請工事については「元請」と，下請工事については「下請」と記

載すること。 

６ 「注文者」及び「工事名」の記入に際しては，その内容により個人の氏名が特定されることのない

よう十分に留意すること。 

７ 「ＪＶの別」の欄は，共同企業体（ＪＶ）として行つた工事について「ＪＶ」と記載すること。 

８ 「配置技術者」の欄は，完成工事について，法第 26 条第１項又は第２項の規定により各工事現場に

置かれた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を記載すること。また，当該工事の施工中

に配置技術者の変更があつた場合には，変更前の者も含むすべての者を記載すること。監理技術者補

佐を置いた場合又は特定専門工事に該当し主任技術者を配置しなかつた場合はその旨を記載するこ

と。 

９ 「請負代金の額」の欄は，共同企業体として行つた工事については，共同企業体全体の請負代金の

額に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を記載すること。また，工事進行基準を採用している

場合には，当該工事進行基準が適用される完成工事について，その完成工事高を括弧書で付記するこ

と。 

10 「請負代金の額」の「うち，PC，法面処理，鋼橋上部」の欄は，次の表の（一）欄に掲げる建設工

事について工事経歴書を作成する場合において，同表の（二） 欄に掲げる工事があるときに，同表の

（三）に掲げる略称に丸を付し，工事ごとに同表の（二）欄に掲げる工事に該当する請負代金の額を

記載すること。 

（一） （二） （三）
土木一式工事 プレストレストコンクリート構造物工事 ＰＣ

とび・土工・コンクリート工事 法面処理工事 法面処理
鋼構造物工事 鋼橋上部工事 鋼橋上部
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適正な経営体制の確認資料（規則第７条１号イ該当の場合）

新

規

・

追

加

１ 常勤性を証明するものとして次のいずれか

 イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写

 ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

 ニ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写

        →個人においては所得税確定申告書の表紙の写（支配人登記された専従者について証明

する場合には，専従者欄の写も必要となります）

  ※出向の場合には別途確認資料が必要となります。個別に御相談ください。

※現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２時間を超える場合）は，（公共交通機関利用の場合は）通勤定期券，（車通勤の場合は）通

勤経路図（所要時間を明記して作成）及び高速料金領収証，ＥＴＣの利用明細書等の資料（写）を

追加で提出していただきます。

２ 役職名及び経験年数を確認するもの

 イ 法人の役員にあっては，登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本（期間分）

なお，更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がない場合は確認資料不要。

 ロ 令第３条に規定する使用人にあっては，期間分の建設業許可申請書及び変更届出書（着任時と退任

時）等の写

 ハ 個人の場合は経営経験を証明する期間分の確定申告書の写

ニ 執行役員等（※）で申請する場合の確認資料（①～④の要件を全て満たす必要があります。）

※取締役会設置会社において，取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の

委譲を受ける者として選任され，かつ，取締役会によって定められた業務執行方針に従って，

代表取締役の指揮および命令のもとに，具体的な業務執行に専念した者。

①執行役員等の地位が業務を執行する社員，取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認

するための書類

組織図（写）

②業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

業務分掌規程（写）

③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され，か

つ，取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って，特定の事業部門に関して，代表取

締役の指揮及び命令のもとに，具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類

定款，執行役員規程，執行役員職務分掌規程，取締役会規則，取締役就業規程，取締役会の議事

録のいずれか（写）

④執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類

 取締役会の議事録，人事発令書のいずれか（写）

ホ 経営業務補佐経験で申請する場合の確認資料（①～③の要件を全て満たす必要があります。）

①被認定者による経験が業務を執行する社員，取締役，執行役若しくは法人格のある各種の組合等の

理事等，個人の事業主又は支配人その他支店長，営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位

に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類

組織図（写）

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類

業務分掌規程，過去の稟議書のいずれか（写） 

③補佐経験の期間を確認するための書類

人事発令書（写）

３ 法第 7 条第 1 号（規則第７条第１号イ）の期間を証明するものとして次のいずれか

 イ 変更届出書（決算報告）の表紙及び直前三年の各事業年度における工事施工金額［様式第三号］（期

間分）の写

ロ 工事請負契約書，工事請書，注文書等（期間分）の写

ハ 発注証明書＋領収書又は請求書＋入金確認書の写（期間分）

更

新
常勤性を証明するものとして上記１のイ～ニのいずれか

被保険者等記号・番号に

マスキングをすること。
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適正な経営体制の確認資料（規則第７条１号イ該当の場合）

新

規

・

追

加

１ 常勤性を証明するものとして次のいずれか

 イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写

 ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

 ニ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写

        →個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び専従者欄の写

  ※出向の場合には別途確認資料が必要となります。個別に御相談ください。

※現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２時間を超える場合）は，（公共交通機関利用の場合は）通勤定期券，（車通勤の場合は）通

勤経路図（所要時間を明記して作成）及び高速料金領収証，ＥＴＣの利用明細書等の資料（写）を

追加で提出していただきます。

２ 役職名及び経験年数を確認するもの

 イ 法人の役員にあっては，登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本（期間分）

なお，更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がない場合は確認資料不要。

 ロ 令第３条に規定する使用人にあっては，期間分の建設業許可申請書及び変更届出書（着任時と退任

時）等の写

 ハ 個人の場合は経営経験を証明する期間分の確定申告書の写

ニ 執行役員等（※）で申請する場合の確認資料（①～④の要件を全て満たす必要があります。）

※取締役会設置会社において，取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の

委譲を受ける者として選任され，かつ，取締役会によって定められた業務執行方針に従って，

代表取締役の指揮および命令のもとに，具体的な業務執行に専念した者。

①執行役員等の地位が業務を執行する社員，取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認

するための書類

組織図（写）

②業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

業務分掌規程（写）

③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され，か

つ，取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って，特定の事業部門に関して，代表取

締役の指揮及び命令のもとに，具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類

定款，執行役員規程，執行役員職務分掌規程，取締役会規則，取締役就業規程，取締役会の議事

録のいずれか（写）

④執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類

 取締役会の議事録，人事発令書のいずれか（写）

ホ 経営業務補佐経験で申請する場合の確認資料（①～③の要件を全て満たす必要があります。）

①被認定者による経験が業務を執行する社員，取締役，執行役若しくは法人格のある各種の組合等の

理事等，個人の事業主又は支配人その他支店長，営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位

に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類

組織図（写）

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類

業務分掌規程，過去の稟議書のいずれか（写） 

③補佐経験の期間を確認するための書類

人事発令書（写）

３ 法第 7 条第 1 号（規則第７条第１号イ）の期間を証明するものとして次のいずれか

 イ 変更届出書（決算報告）の表紙及び直前三年の各事業年度における工事施工金額［様式第三号］（期

間分）の写

ロ 工事請負契約書，工事請書，注文書等（期間分）の写

ハ 発注証明書＋領収書又は請求書＋入金確認書の写（期間分）

更

新

 常勤性を証明するものとして上記１のイ～ニのいずれか

被保険者等記号・番号に

マスキングをすること。
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適正な経営体制の確認資料（規則第７条１号ロ該当の場合）

新

規

・

追

加

○常勤役員等について

１ 常勤性を証明するものとして次のいずれか

 イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写 

 ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

 ニ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写

        →個人においては所得税確定申告書の表紙の写（支配人登記された専従者について証明

する場合には，専従者欄の写も必要となります）

  ※出向の場合には別途確認資料が必要となります。個別に御相談ください。

※現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２時間を超える場合）は，（公共交通機関利用の場合は）通勤定期券，（車通勤の場合は）通

勤経路図（所要時間を明記して作成）及び高速料金領収証，ＥＴＣの利用明細書等の資料（写）を

追加で提出していただきます。

２ 役職名及び経験年数を確認するもの

 イ 法人の役員にあっては，登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本（期間分）

なお，更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がない場合は確認資料不要。

 ロ 令第３条に規定する使用人にあっては，期間分の建設業許可申請書及び変更届出書（着任時と退任

時）等の写

 ハ 個人の場合は経営経験を証明する期間分の確定申告書の写

※役員等に次ぐ職制上の地位にある者（財務管理，労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。）

としての経験を証明する場合は，個別に御相談ください。

３ 法第 7 条第１号（規則第７条第 1 号ロ）の期間を証明するものとして次のいずれか

  ※建設業以外の会社における役員等の経験期間については添付不要。

 イ 変更届出書（決算報告）の表紙及び直前三年の各事業年度における工事施工金額［様式第三号］（期

間分）の写

ロ 工事請負契約書，工事請書，注文書等（期間分）の写

ハ 発注証明書＋領収書又は請求書＋入金確認書の写（期間分）

○当該常勤役員等を直接に補佐する者について

個別に御相談ください。

更

新
常勤性を証明するものとして上記１のイ～ニのいずれか

（注１）変更する場合の確認資料は「新規・追加」と同様

（注２）確認資料として確定申告書を提出する場合で，電子申告により確定申告を行っている場合には，

税務署の受信通知を添付してください。

（注３）経験年数については，概ね四半期に１件程度の工事を確認します。

（工期の始期及び終期が属する四半期を含めてカウントします。）

    なお，電気工事業の営業に当たっては，電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和４５年

法律第９６号）第３条の規定により登録を受けなければならないため，登録を受けて営業した期

間のみ経験年数として認めます。

（注４）必要に応じて，上記資料以外の資料を確認する場合があります。

（注５）確認資料について不明な点がある場合には，事前にお問い合わせください。

被保険者等記号・番号に

マスキングをすること。
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適正な経営体制の確認資料（規則第７条１号ロ該当の場合）

新

規

・

追

加

○常勤役員等について

１ 常勤性を証明するものとして次のいずれか

 イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写 

 ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

 ニ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写

        →個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び専従者欄の写

  ※出向の場合には別途確認資料が必要となります。個別に御相談ください。

※現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２時間を超える場合）は，（公共交通機関利用の場合は）通勤定期券，（車通勤の場合は）通

勤経路図（所要時間を明記して作成）及び高速料金領収証，ＥＴＣの利用明細書等の資料（写）を

追加で提出していただきます。

２ 役職名及び経験年数を確認するもの

 イ 法人の役員にあっては，登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本（期間分）

なお，更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がない場合は確認資料不要。

 ロ 令第３条に規定する使用人にあっては，期間分の建設業許可申請書及び変更届出書（着任時と退任

時）等の写

 ハ 個人の場合は経営経験を証明する期間分の確定申告書の写

※役員等に次ぐ職制上の地位にある者（財務管理，労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。）

としての経験を証明する場合は，個別に御相談ください。

３ 法第 7 条第１号（規則第７条第 1 号ロ）の期間を証明するものとして次のいずれか

  ※建設業以外の会社における役員等の経験期間については添付不要。

 イ 変更届出書（決算報告）の表紙及び直前三年の各事業年度における工事施工金額［様式第三号］（期

間分）の写

ロ 工事請負契約書，工事請書，注文書等（期間分）の写

ハ 発注証明書＋領収書又は請求書＋入金確認書の写（期間分）

○当該常勤役員等を直接に補佐する者について

個別に御相談ください。

更

新

 常勤性を証明するものとして上記１のイ～ニのいずれか

（注１）変更する場合の確認資料は「新規・追加」と同様

（注２）確認資料として確定申告書を提出する場合で，電子申告により確定申告を行っている場合には，

税務署の受信通知を添付してください。

（注３）経験年数については，概ね四半期に１件程度の工事を確認します。

（工期の始期及び終期が属する四半期を含めてカウントします。）

    なお，電気工事業の営業に当たっては，電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和４５年

法律第９６号）第３条の規定により登録を受けなければならないため，登録を受けて営業した期

間のみ経験年数として認めます。

（注４）必要に応じて，上記資料以外の資料を確認する場合があります。

（注５）確認資料について不明な点がある場合には，事前にお問い合わせください。

被保険者等記号・番号に

マスキングをすること。
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改　定　後 改　定　前



（注６）過去５年以内に申請（届出）事業者の建設業法第７条第１号（規則第７条第１号ロ）に規定さ

れる常勤役員等又は当該常勤役員等を直接に補佐する者として証明された者を再度証明する場

合の特例 

今回の申請又は届出に添付する常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

（様式第七号の二）と，過去に作成し証明された常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐す

る者の証明書（様式第七号の二）の記載内容が同一である場合，常勤役員等については，上記「２ 

役職名及び経験年数を確認するもの」及び「３ 法第 7条第 1号（規則第７条第１号ロ）の期間

を証明するもの」に関する資料，当該常勤役員等を直接に補佐する者については「被認定者にお

ける経験が財務管理，労務管理又は業務運営の業務に関するものであることを確認するための書

類」及び「経験の期間を確認するための書類」の提出を省略することができます。 

その際，過去に提出した常勤役員等及び当該常勤等を直接に補佐する者の証明書（様式第七号

の二）の副本の写し及び，それらの書類を提出した際の過去の建設業許可申請書（様式第一号）

又は変更届出書（様式第二十二号の二）の副本の写し（土木事務所の受付印が確認できないもの

は不可。）を確認資料として添付してください。 

   ※過去に規則第７条第１号ロに規定する常勤役員等として認められた者を，規則第７条第１号イ

に規定する常勤役員等として申請する場合には，改めて確認資料を提出する必要があります。 

※資料の提出を省略するものであり，審査を省略するものではありません。 

   ※省略の対象となるのは，申請（届出）事業者において，過去５年以内に常勤役員等として証明

された方に限られます。 

（注７）資料の提出に関し「いずれか」と記載がある項目についても，提出された資料で要件を満たし

ていることが確認できない場合は追加で資料の提出を求めますので，用意できる資料については

あらかじめ持参するようお願いいたします。 
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（注６）過去５年以内に申請（届出）事業者の建設業法第７条第１号（規則第７条第１号ロ）に規定さ

れる常勤役員等又は当該常勤役員等を直接に補佐する者として証明された者を再度証明する場

合の特例 

今回の申請又は届出に添付する常勤役員等及び当該常勤等を直接に補佐する者の証明書（様式

第七号の二）と，過去に作成し証明された常勤役員等及び当該常勤等を直接に補佐する者の証明

書（様式第七号の二）の記載内容が同一である場合，常勤役員等については，上記「２ 役職名

及び経験年数を確認するもの」及び「３ 法第 7条第 1号（規則第７条第１号イ）の期間を証明

するもの」に関する資料，当該常勤役員等については「被認定者における経験が財務管理，労務

管理又は業務運営の業務に関するものであることを確認するための書類」及び「経験の期間を確

認するための書類」の提出を省略することができます。 

その際，過去に提出した常勤役員等及び当該常勤等を直接に補佐する者の証明書（様式第七号

の二）の副本の写し及び，それらの書類を提出した際の過去の建設業許可申請書（様式第一号）

又は変更届出書（様式第二十二号の二）の副本の写し（土木事務書の受付印が確認できないもの

は不可。）を確認資料として添付してください。 

   ※過去に規則第７条第１号ロに規定する常勤役員等として認められた者を，規則第７条第１号イ

に規定する常勤役員等として申請する場合には，改めて確認資料を提出する必要があります。 

※資料の提出を省略するものであり，審査を省略するものではありません。 

   ※省略の対象となるのは，申請（届出）事業者において，過去５年以内に常勤役員等として証明

された方に限られます。 

（注７）資料の提出に関し「いずれか」と記載がある項目についても，提出された資料で要件を満たし

ていることが確認できない場合は追加で資料の提出を求めますので，用意できる資料については

あらかじめ持参するようお願いいたします。 
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改　定　後 改　定　前



専 任 技 術 者 の 確 認 資 料

新

規

･

追

加

１ 現在の常勤性を証明するものとして次のいずれか

 イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写

 ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

 ニ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写

        →個人においては所得税確定申告書の表紙の写（支配人登記された専従者について証明

する場合には，専従者欄の写も必要となります）

  ※出向の場合には別途確認資料が必要となります。個別に御相談ください。

※現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２時間を超える場合）は，（公共交通機関利用の場合は）通勤定期券，（車通勤の場合は）通

勤経路図（所要時間を明記して作成）及び高速料金領収証，ＥＴＣの利用明細書等の資料（写）を

追加で提出していただきます。

※ 技術者の要件が実務経験１０年以上，指定学科卒業と実務経験，Ｐ.７０～７２のコード表の資格取

得後に必要な実務経験[１年]，[３年]，[５年]の記載がある場合は，上記１に加えて下記の①，② 

 ① 実務経験の内容が確認できるものとして次のいずれか

  ○ 証明者が建設業許可を有している（いた）場合

変更届出書（決算報告）の表紙及び工事経歴書（期間分）の写

○ 証明者が建設業許可を有していない場合

工事請負契約書，工事請書，注文書等の写（期間分）

発注証明書＋領収書又は請求書＋入金確認書の写（期間分）

  ○ その他（上記で証明ができない場合には個別に御相談ください。）

 ② 実務経験証明期間の常勤（又は営業）を確認できるものとして次のいずれか

  ○ 健康保険被保険者証の写（事業所名と資格取得年月日の記載されているもので，引き続き在職し

ている場合に限る。）

  ○ 実務経験を証明しようとする勤務先での厚生年金等加入期間を証明

するもの（被保険者記録照会回答票等）

  ○ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写（期間分）

  ○ 住民税特別徴収税額通知の写（期間分）

  ○ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の

写（期間分）

         →個人においては所得税確定申告書の表紙の写（期間分）

  ○ その他（出向の場合は個別に御相談ください。）

※ 指導監督的実務経験の場合は，Ｐ.７４の確認資料参照

更

新
常勤性を証明するものとして上記１のイ～ニのいずれか

（注１）区分（項番 61）が２，４または５の場合は，確認資料不要

   ただし，区分（項番 61）が２で新たに実務経験による資格を追加する場合は，※－①，②が必要

（注２）確認資料として確定申告書写を提出する場合で，電子申告により確定申告を行っている場合に

は，税務署の受信完了通知を添付してください。

（注３）実務経験年数は１２ヶ月×必要年数分（１０年であれば１２０ヶ月分）の実績を確認します。

（工期の始期及び終期が属する月を含めてカウントします。）

なお，電気工事業の営業に当たっては，電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和４５年

法律第９６号）第３条の規定により登録を受けなければならないため，登録を受けて営業した期

間又は，登録を受けた営業所に従事した期間のみ経験年数として認めます。

（注４）必要に応じて，上記資料以外の資料を確認する場合があります。

被保険者等記号・番号に

マスキングをすること。

被保険者等記号・番号に

マスキングをすること。
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専 任 技 術 者 の 確 認 資 料

新

規

･

追

加

１ 現在の常勤性を証明するものとして次のいずれか

 イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写

 ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

 ニ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写

        →個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び専従者欄の写

  ※出向の場合には別途確認資料が必要となります。個別に御相談ください。

※現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２時間を超える場合）は，（公共交通機関利用の場合は）通勤定期券，（車通勤の場合は）通

勤経路図（所要時間を明記して作成）及び高速料金領収証，ＥＴＣの利用明細書等の資料（写）を

追加で提出していただきます。

※ 技術者の要件が実務経験１０年以上，指定学科卒業と実務経験，Ｐ.７０～７２のコード表の資格取

得後に必要な実務経験[１年]，[３年]，[５年]の記載がある場合は，上記１に加えて下記の①，② 

 ① 実務経験の内容が確認できるものとして次のいずれか

  ○ 証明者が建設業許可を有している（いた）場合

変更届出書（決算報告）の表紙及び工事経歴書（期間分）の写

○ 証明者が建設業許可を有していない場合

工事請負契約書，工事請書，注文書等の写（期間分）

発注証明書＋領収書又は請求書＋入金確認書の写（期間分）

  ○ その他（上記で証明ができない場合には個別に御相談ください。）

 ② 実務経験証明期間の常勤（又は営業）を確認できるものとして次のいずれか

  ○ 健康保険被保険者証の写（事業所名と資格取得年月日の記載されているもので，引き続き在職し

ている場合に限る。）

  ○ 厚生年金加入期間証明書

  ○ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写（期間分）

  ○ 住民税特別徴収税額通知の写（期間分）

  ○ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の

写（期間分）

         →個人においては所得税確定申告書の表紙の写（期間分）

  ○ その他（出向の場合は個別に御相談ください。）

※ 指導監督的実務経験の場合は，Ｐ.７４の確認資料参照

更

新

 常勤性を証明するものとして上記１のイ～ニのいずれか

（注１）区分（項番 61）が２，４または５の場合は，確認資料不要

   ただし，区分（項番 61）が２で新たに実務経験による資格を追加する場合は，※－①，②が必要

（注２）確認資料として確定申告書写を提出する場合で，電子申告により確定申告を行っている場合に

は，税務署の受信完了通知を添付してください。

（注３）実務経験年数は１２ヶ月×必要年数分（１０年であれば１２０ヶ月分）の実績を確認します。

（工期の始期及び終期が属する月を含めてカウントします。）

なお，電気工事業の営業に当たっては，電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和４５年

法律第９６号）第３条の規定により登録を受けなければならないため，登録を受けて営業した期

間又は，登録を受けた営業所に従事した期間のみ経験年数として認めます。

（注４）必要に応じて，上記資料以外の資料を確認する場合があります。

（注５）確認資料について不明な点がある場合には，事前にお問い合わせください。 

被保険者等記号・番号に

マスキングをすること。

被保険者等記号・番号に

マスキングをすること。
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改　定　後 改　定　前



土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほしゅ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

建設業法 11 ● ● ●

12 ○ ○ ○

13 ● ● ● ● ● ● ● ● ■

土木 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □

鋼構造物塗装 15 ○

薬液注入 16 ○

20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■

建築 21 ○ □

躯体 22 ○ ○ ○ ○ ○ □

仕上げ 23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 ●

28 ○

29 ●

30 ○

３１ ●

３２ ○

33 ●

34 ○

建築士法 37 ● ● ● ● ● ●

38 ○ ○ ○ ○ ○

39 ○

技術士法 41 ● ● ● ● ● ● ■

43 ● ●

44 ● ●

45 ●

47 ● ●

49 ● ● ●

50 ●

51 ● ● ●

52 ●

53 ● ●

54 ● ● ●

電気工事士法 55 ○

電気事業法 ［3年］ 56 ○

［5年］ 58 ○

電気通信事業法 ［5年］ 59 ○

消防法 68 ○

69 ○

職業能力開発

促進法 ［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

1級建設機械施工管理技士

2級建設機械施工管理技士（第１種～第６種）

技　術　職　員　資　格　区　分　コ　ー　ド　表
資　　　格　　　区　　　分

ｺｰﾄﾞ
建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

［資格取得後に必要な実務経験年数］

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士
種
別

１級建築施工管理技士

２級建築施工管理技士
種

別

１級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士

１級建築士

２級建築士

木造建築士

建設・総合技術監理（建設）

建設「鋼構造及びコンクリート」
42 ● ● ● ● ● ● ■

総合技術監理（建設「鋼構造物及びコンクリート」）
●

農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」）

電気電子・総合技術監理（電気電子）

機械・総合技術監理（機械）

機械「流体工学」又は「熱工学」
46 ●

総合技術監理（機械「流体工学」又は「熱工学」）
●

上下水道・総合技術監理（上下水道）

上下水道「上水道及び工業用水道」
48 ●

総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」）

水産土木「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）

森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」）

● ●

森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」）

衛生工学・総合技術監理（衛生工学）

衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」）

衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」）

第１種電気工事士

第２種電気工事士

電気主任技術者（１種・２種・３種）

電気通信主任技術者

甲種消防設備士

乙種消防設備士

建築大工（１級）
71 ○

建築大工（２級）

型枠施工（１級）
64 ○ ○

型枠施工（２級）

左官（１級）
72 ○

左官（２級）

とび・とび工（１級）
57 ○ ○

とび・とび工（2級）

コンクリート圧送施工（１級）
73 ○

コンクリート圧送施工（2級）

ウェルポイント施工（１級）
66 ○

ウェルポイント施工（２級）

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（１級）
74 ○

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（２級）

給排水衛生設備配管（１級）
75 ○

給排水衛生設備配管（２級）

配管【注１】・配管工（１級）
76 ○

配管【注１】・配管工（２級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）
70 ○ ○ ○

建築板金「ダクト板金作業」（２級）

タイル張り・タイル張り工（１級）
77 ○

タイル張り・タイル張り工（２級）

築炉・築炉工（１級）・れんが積
78 ○

築炉・築炉工（２級）

ﾌﾞﾛｯｸ建築・ﾌﾞﾛｯｸ建築工（１級）・ｺﾝｸﾘｰﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ施工
79 ○ ○

ﾌﾞﾛｯｸ建築・ﾌﾞﾛｯｸ建築工（２級）

選択科目がある
場合は、登録証
のほかに、選択
科目が記載され
ている「合格証
明書」も併せて
添付する。
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほしゅ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

建設業法 11 ● ● ●

12 ○ ○ ○

13 ● ● ● ● ● ● ● ● ■

土木 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □

鋼構造物塗装 15 ○

薬液注入 16 ○

20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■

建築 21 ○ □

躯体 22 ○ ○ ○ ○ ○ □

仕上げ 23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 ●

28 ○

29 ●

30 ○

３１ ●

３２ ○

33 ●

34 ○

建築士法 37 ● ● ● ● ● ●

38 ○ ○ ○ ○ ○

39 ○

技術士法 41 ● ● ● ● ● ● ■

43 ● ●

44 ● ●

45 ●

47 ● ●

49 ● ● ●

50 ●

51 ● ● ●

52 ●

53 ● ●

54 ● ● ●

電気工事士法 55 ○

電気事業法 ［3年］ 56 ○

［5年］ 58 ○

電気通信事業法 ［5年］ 59 ○

消防法 68 ○

69 ○

職業能力開発

促進法 ［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

技　術　職　員　資　格　区　分　コ　ー　ド　表
資　　　格　　　区　　　分

ｺｰﾄﾞ
建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

［資格取得後に必要な実務経験年数］

1級建設機械施工管理技士

2級建設機械施工管理技士（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士
種
別

１級建築施工管理技士

２級建築施工管理技士
種

別

１級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士

１級建築士

２級建築士

木造建築士

建設・総合技術監理（建設）

建設「鋼構造及びコンクリート」
42 ● ● ● ● ● ● ■

総合技術監理（建設「鋼構造物及びコンクリート」）
●

農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」）

電気電子・総合技術監理（電気電子）

機械・総合技術監理（機械）

機械「流体工学」又は「熱工学」
46 ●

総合技術監理（機械「流体工学」又は「熱工学」）
●

上下水道・総合技術監理（上下水道）

上下水道「上水道及び工業用水道」
48 ●

総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」）

水産土木「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）

森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」）

● ●

森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」）

衛生工学・総合技術監理（衛生工学）

衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」）

衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」）

第１種電気工事士

第２種電気工事士

電気主任技術者（１種・２種・３種）

電気通信主任技術者

甲種消防設備士

乙種消防設備士

建築大工（１級）
71 ○

建築大工（２級）

型枠施工（１級）
64 ○ ○

型枠施工（２級）

左官（１級）
72 ○

左官（２級）

とび・とび工（１級）
57 ○ ○

とび・とび工（2級）

コンクリート圧送施工（１級）
73 ○

コンクリート圧送施工（2級）

ウェルポイント施工（１級）
66 ○

ウェルポイント施工（２級）

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（１級）
74 ○

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（２級）

給排水衛生設備配管（１級）
75 ○

給排水衛生設備配管（２級）

配管【注１】・配管工（１級）
76 ○

配管【注１】・配管工（２級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）
70 ○ ○ ○

建築板金「ダクト板金作業」（２級）

タイル張り・タイル張り工（１級）
77 ○

タイル張り・タイル張り工（２級）

築炉・築炉工（１級）・れんが積
78 ○

築炉・築炉工（２級）

ﾌﾞﾛｯｸ建築・ﾌﾞﾛｯｸ建築工（１級）・ｺﾝｸﾘｰﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ施工
79 ○ ○

ﾌﾞﾛｯｸ建築・ﾌﾞﾛｯｸ建築工（２級）

選択科目がある
場合は、登録証
のほかに、選択
科目が記載され
ている「合格証
明書」も併せて
添付する。
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

職業能力開発

促進法 ［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

67 ○

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

※　平成１５年度以前の職業能力開発促進法に基づく２級の技能検定に合格された方は，合格後当該業種の建設工事に関し１年以上の実務経験が必要となります。

水道法 ［1年］ 65 ○

［1年］ 61 ○ ○

40 ○

［1年］ 62 ○ ○

［1年］ 63 ○ ○

60 ○

登録電気工事基幹技能者 ○ ○

登録橋梁基幹技能者 ○ ○

登録造園基幹技能者 ○

登録コンクリート圧送基幹技能者 ○

登録防水基幹技能者 ○

登録トンネル基幹技能者 ○

登録建設塗装基幹技能者 ○

登録左官基幹技能者 ○

登録機械土工基幹技能者 ○

登録海上起重基幹技能者 ○

登録ＰＣ基幹技能者 ○ ○

登録鉄筋基幹技能者 ○

登録圧接基幹技能者 ○

登録型枠基幹技能者 ○

登録配管基幹技能者 ○

登録鳶・土工基幹技能者 ○

登録切断穿孔基幹技能者 ○

登録内装仕上工事基幹技能者 ○

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 ○

登録エクステリア基幹技能者 ○ ○ ○

登録建築板金基幹技能者 ○ ○

登録外壁仕上基幹技能者 ○ ○ ○

登録ダクト基幹技能者 ○

登録保温保冷基幹技能者 ○

登録グラウト基幹技能者 ○

登録冷凍空調基幹技能者 ○

登録運動施設基幹技能者 ○ ○ ○

登録基礎工基幹技能者 ○

登録タイル張り基幹技能者 ○

登録標識・路面標示基幹技能者 ○ ○

登録消火設備基幹技能者 ○

登録建築大工基幹技能者 ○

登録硝子工事基幹技能者 ○

登録土工基幹技能者 ○

登録ALC基幹技能者 ○

登録解体基幹技能者 ○

99

登録基礎ぐい工事試験

建築設備士

１級計装士

その他

登録解体工事試験

36
基幹技能者

種

目

給水装置工事主任技術者

地すべり防止工事士

○

防水施工（２級）

さく井（１級）
98

さく井（２級）

○

造園（２級）

防水施工（１級）
97

○

建具製作・建具工・木工【注４】・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工・ｻｯｼ施工（２級）

造園（１級）
96

○

熱絶縁施工（２級）

建具製作・建具工・木工【注４】・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工・ｻｯｼ施工（１級）
95

○

表具・表具工・表装（２級）

熱絶縁施工（１級）
94

○

表具・表具工・表装（１級）

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
93

○

畳製作・畳工（２級）

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
93

○

噴霧塗装（２級）

路面標示施工

畳製作・畳工（１級）
92

○
噴霧塗装（１級）

91

金属塗装・金属塗装工（２級）
○

建築塗装・建築塗装工（２級）

金属塗装・金属塗装工（１級）
90

○
建築塗装・建築塗装工（１級）

89

塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）
○

ガラス施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（1級）
88

○
ガラス施工（1級）

87

かわらぶき・スレート施工（２級）
○

板金・板金工・打出し板金（２級）

かわらぶき・スレート施工（１級）
86

○
板金・板金工・打出し板金（１級）

85

板金【注３】・建築板金「内外装板金作業」・板金工【注３】（２級）
○○

工場板金（２級）

板金【注３】・建築板金「内外装板金作業」・板金工【注３】（１級）
84

○
工場板金（１級）

83

鉄筋組立て・鉄筋施工【注２】（２級）
○

鉄工【注５】・製罐（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工【注２】（1級）
82

○
鉄工【注５】・製罐（１級）

81

石工・石材施工・石積み（２級）

石工・石材施工・石積み（１級）
80 ○

資　　　格　　　区　　　分
ｺｰﾄﾞ

建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

［資格取得後に必要な実務経験年数］
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

職業能力開発

促進法 ［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

67 ○

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

［3年］

※　平成１５年度以前の職業能力開発促進法に基づく２級の技能検定に合格された方は，合格後当該業種の建設工事に関し１年以上の実務経験が必要となります。

水道法 ［1年］ 65 ○

［1年］ 61 ○ ○

40 ○

［1年］ 62 ○ ○

［1年］ 63 ○ ○

登録電気工事基幹技能者 ○

登録橋梁基幹技能者 ○

登録造園基幹技能者

登録コンクリート圧送基幹技能者 ○

登録防水基幹技能者 ○

登録トンネル基幹技能者 ○

登録建設塗装基幹技能者 ○

登録左官基幹技能者 ○

登録機械土工基幹技能者 ○

登録海上起重基幹技能者 ○

登録ＰＣ基幹技能者 ○ ○

登録鉄筋基幹技能者 ○

登録圧接基幹技能者 ○

登録型枠基幹技能者 ○

登録配管基幹技能者

登録鳶・土工基幹技能者 ○

登録切断穿孔基幹技能者 ○

登録内装仕上工事基幹技能者 ○

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 ○

登録エクステリア基幹技能者 ○ ○ ○

登録建築板金基幹技能者 ○ ○

登録外壁仕上基幹技能者 ○ ○ ○

登録ダクト基幹技能者

登録保温保冷基幹技能者 ○

登録グラウト基幹技能者 ○

登録冷凍空調基幹技能者

登録運動施設基幹技能者 ○

登録基礎工基幹技能者 ○

登録タイル張り基幹技能者 ○

登録標識・路面標示基幹技能者 ○ ○

登録消火設備基幹技能者 ○

登録建築大工基幹技能者 ○

登録硝子工事基幹技能者 ○

99

資　　　格　　　区　　　分
ｺｰﾄﾞ

建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

［資格取得後に必要な実務経験年数］

石工・石材施工・石積み（１級）
80 ○

石工・石材施工・石積み（２級）

鉄工【注５】・製罐（１級）
81 ○

鉄工【注５】・製罐（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工【注２】（1級）
82 ○

鉄筋組立て・鉄筋施工【注２】（２級）

工場板金（１級）
83 ○

工場板金（２級）

板金【注３】・建築板金「内外装板金作業」・板金工【注３】（１級）
84 ○ ○

板金【注３】・建築板金「内外装板金作業」・板金工【注３】（２級）

板金・板金工・打出し板金（１級）
85 ○

板金・板金工・打出し板金（２級）

かわらぶき・スレート施工（１級）
86 ○

かわらぶき・スレート施工（２級）

ガラス施工（1級）
87 ○

ガラス施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（1級）
88 ○

塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）

建築塗装・建築塗装工（１級）
89 ○

建築塗装・建築塗装工（２級）

金属塗装・金属塗装工（１級）
90 ○

金属塗装・金属塗装工（２級）

噴霧塗装（１級）
91 ○

噴霧塗装（２級）

路面標示施工

畳製作・畳工（１級）
92 ○

畳製作・畳工（２級）

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
93 ○

表具・表具工・表装（１級）

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
93 ○

表具・表具工・表装（２級）

熱絶縁施工（１級）
94 ○

熱絶縁施工（２級）

建具製作・建具工・木工【注４】・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工・ｻｯｼ施工（１級）
95 ○

建具製作・建具工・木工【注４】・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工・ｻｯｼ施工（２級）

造園（１級）
96 ○

造園（２級）

防水施工（１級）
97 ○

防水施工（２級）

さく井（１級）
98

さく井（２級）
○

給水装置工事主任技術者

地すべり防止工事士

建築設備士

１級計装士

その他

基幹技能者

種

目

36

登録基礎ぐい工事試験
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様式第十五号（第四条、第十条、第十九条の四関係）               （用紙Ａ４） 

貸   借   対   照   表

令和２年３月３１日現在 

（会社名） (株) 仙 台 建 設

資 産 の 部 

Ⅰ 流 動 資 産                               千円 

現金預金 ２０５，４８６

受取手形 １３２，２５５

完成工事未収入金 ８１，２８７

有価証券                      

未成工事支出金 ３８５，９３３

材料貯蔵品 ５３，４３１

短期貸付金

前払費用

その他    ２１，３０１

貸倒引当金 △  ２，１９６

  流動資産合計 ８７７，５００

Ⅱ 固 定 資 産 

(1) 有形固定資産 

建物・構築物        ９６，３４５

 減価償却累計額 △ ２９，４３４ ６６，９１１

機械・運搬具 １０５，０９９

 減価償却累計額     △ ６０，９１７ ４４，１８２

工具器具・備品 １５，６９９

 減価償却累計額 △ １０，１９１ ５，５０８

土 地 ４９，３７８

リース資産         

 減価償却累計額      △

建設仮勘定

その他      

 減価償却累計額 △

有形固定資産合計 １６５，９８１

(2) 無形固定資産 

特許権

借地権

のれん

リース資産                                

その他 ６７８

無形固定資産合計 ６７８
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様式第十五号（第四条、第十条、第十九条の四関係）               （用紙Ａ４） 

貸   借   対   照   表

令和２年３月３１日現在 

（会社名） (株) 仙 台 建 設

資 産 の 部 

Ⅰ 流 動 資 産                               千円 

現金預金 ２０５，４８６

受取手形 １３２，２５５

完成工事未収入金 ８１，２８７

有価証券                      

未成工事支出金 ３８５，９３３

材料貯蔵品 ５３，４３１

短期貸付金

前払費用

繰延税金資産

その他    ２１，３０１

貸倒引当金 △  ２，１９６

  流動資産合計 ８７７，５００

Ⅱ 固 定 資 産 

(1) 有形固定資産 

建物・構築物        ９６，３４５

 減価償却累計額 △ ２９，４３４ ６６，９１１

機械・運搬具 １０５，０９９

 減価償却累計額     △ ６０，９１７ ４４，１８２

工具器具・備品 １５，６９９

 減価償却累計額 △ １０，１９１ ５，５０８

土 地 ４９，３７８

リース資産         

 減価償却累計額      △

建設仮勘定

その他      

 減価償却累計額 △

有形固定資産合計 １６５，９８１

(2) 無形固定資産 

特許権

借地権

のれん

リース資産                                

その他 ６７８

無形固定資産合計 ６７８

-80-

改　定　後 改　定　前



(3) 投資その他の資産 

投資有価証券 ３，１０２

関係会社株式・関係会社出資金

長期貸付金 ２，７００

破産更生債権等

長期前払費用

繰延税金資産

その他 １９，４９５

 貸倒引当金 △

 投資その他の資産合計 ２５，２９７

  固定資産合計 １９１，９５７

Ⅲ 繰 延 資 産 

創立費

開業費

株式交付費 

社債発行費

開発費     

  繰延資産合計

   資産合計 １，０６９，４５７

負 債 の 部 

Ⅰ 流 動 負 債 

支払手形 ３３１，８２５

工事未払金 １１９，５３１

短期借入金 ３，０００

リース債務                                

未払金

未払費用 １０，９００

未払法人税等 １３，５００

未成工事受入金

預り金 ３６９，５００

前受収益 ２，３１９

    引当金 

その他    ７０６

流動負債合計 ８５１，２８１

負債純資産合計と

一致する

自社で定めている引当金の

名称を   に記載する

-81-

(3) 投資その他の資産 

投資有価証券 ３，１０２

関係会社株式・関係会社出資金

長期貸付金 ２，７００

破産更生債権等

長期前払費用

繰延税金資産

その他 １９，４９５

 貸倒引当金 △

 投資その他の資産合計 ２５，２９７

  固定資産合計 １９１，９５７

Ⅲ 繰 延 資 産 

創立費

開業費

株式交付費 

社債発行費

開発費     

  繰延資産合計

   資産合計 １，０６９，４５７

負 債 の 部 

Ⅰ 流 動 負 債 

支払手形 ３３１，８２５

工事未払金 １１９，５３１

短期借入金 ３，０００

リース債務                                

未払金

未払費用 １０，９００

未払法人税等 １３，５００

繰延税金負債

未成工事受入金

預り金 ３６９，５００

前受収益 ２，３１９

    引当金 

その他    ７０６

流動負債合計 ８５１，２８１

負債純資産合計と

一致する

自社で定めている引当金の

名称を   に記載する

-81-

改　定　後 改　定　前



Ⅱ 固 定 負 債 

社債

長期借入金 １４６，７８３

リース債務                               

繰延税金負債

○× 引当金 ２，４０９

負ののれん   

その他

  固定負債合計 １４９，１９３

   負債合計                   １，０００，４７４

純 資 産 の 部 

Ⅰ 株 主 資 本

 (1) 資本金 ２０，０００

 (2) 新株式申込証拠金

 (3) 資本剰余金

    資本準備金

    その他資本剰余金 ５００

     資本剰余金合計 ５００

 (4) 利益剰余金 

    利益準備金

    その他利益剰余金

準備金

○ ○ 積立金 １５，５００

     繰越利益剰余金 ３２，９８２

     利益剰余金合計 ４８，４８２

(5) 自己株式     △         

(6) 自己株式申込証拠金          

株主資本合計 ６８，９８２

Ⅱ 評価・換算差額等

 (1) その他有価証券評価差額金

 (2) 繰延ヘッジ損益 

 (3) 土地再評価差額金

      評価・換算差額等合計

Ⅲ 新株予約権

       純資産合計 ６８，９８２

       負債純資産合計 １，０６９，４５７

自社で定めている準備金・積立金

の名称を   に記載する

自社で定めている引当金の

名称を   に記載する

資産合計と一

致する

-82-

Ⅱ 固 定 負 債 

社債

長期借入金 １４６，７８３

リース債務                               

繰延税金負債

○× 引当金 ２，４０９

負ののれん   

その他

  固定負債合計 １４９，１９３

   負債合計                   １，０００，４７４

純 資 産 の 部 

Ⅰ 株 主 資 本

 (1) 資本金 ２０，０００

 (2) 新株式申込証拠金

 (3) 資本剰余金

    資本準備金

    その他資本剰余金 ５００

     資本剰余金合計 ５００

 (4) 利益剰余金 

    利益準備金

    その他利益剰余金

準備金

○ ○ 積立金 １５，５００

     繰越利益剰余金 ３２，９８２

     利益剰余金合計 ４８，４８２

(5) 自己株式     △         

(6) 自己株式申込証拠金          

株主資本合計 ６８，９８２

Ⅱ 評価・換算差額等

 (1) その他有価証券評価差額金

 (2) 繰延ヘッジ損益 

 (3) 土地再評価差額金

      評価・換算差額等合計

Ⅲ 新株予約権

       純資産合計 ６８，９８２

       負債純資産合計 １，０６９，４５７

自社で定めている準備金・積立金

の名称を   に記載する

自社で定めている引当金の

名称を   に記載する

資産合計と一

致する

-82-

改　定　後 改　定　前



様
式
第
十
七
号
（
第
四
条
、
第
十
条
、
第
十
九
条
の
四
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
用
紙
Ａ
４
）
 

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

自
 
令
和
２
年
 
４
月
 
１
日

至
 
令
和
３
年
 
３
月
３
１
日

（
会
社
名
）
 
(
株
)
 
仙
 
台
 
建
 
設

千
円
 

株
主
資
本

評
価
・
換
算
差
額
等

新
株

予
約
権

純
資
産

合
計

資
本
金

新
株
式

申
込
証

拠
金

資
本
剰
余
金

利
益
剰
余
金

自
己

株
式

株
主
資

本
合
計

そ
の
他

有
価
証

券
評
価

差
額
金

繰
延

ヘ
ッ
ジ

損
益

土
地

再
評
価

差
額
金

評
価
・

換
算
差

額
等
合

計

資
本

準
備
金

そ
の
他

資
本

剰
余
金

資
本

剰
余
金

合
計

利
益
準

備
金

そ
の
他
利
益
剰
余

金

利
益

剰
余
金

合
計

○
○

積
立
金

繰
越

利
益

剰
余
金

当
期
首
残
高

2
0
,
0
0
0

5
0
0

5
0
0

1
5
,
0
0
0
1
4
,
0
6
4
2
9
,
0
6
4
△
 

4
9
,
5
6
4

4
9
,
5
6
4

当
期
変
動
額

新
株
の
発
行

剰
余
金
の
配
当

△
1
,
5
0
0
△
1
,
5
0
0

△
1
,
5
0
0

△
1
,
5
0
0

当
期
純
利
益

2
0
,
9
1
8
2
0
,
9
1
8

2
0
,
9
1
8

2
0
,
9
1
8

自
己
株
式
の
処
分

○
○
積
立
金
の
積
立
 

5
0
0
△
 
 
5
0
0

株
主
資
本
以
外
の

項
目
の
当
期
変
動

額
（
純
額
）

当
期
変
動
額
合
計

5
0
0
1
8
,
9
1
8
1
9
,
4
1
8

1
9
,
4
1
8

1
9
,
4
1
8

当
期
末
残
高

2
0
,
0
0
0

5
0
0

5
0
0

1
5
,
5
0
0
3
2
,
9
8
2
4
8
,
4
8
2
△

6
8
,
9
8
2

6
8
,
9
8
2

必
要
に
応
じ
項
目
を
追
加
す
る
。

自
社
で
定
め
て
い
る
積
立
金

の
名
称
を
記
載
す
る
。

前
期
の
貸
借
対
照
表
の

各
数
値
と
一
致
す
る
。

な
お
，
株
式
会
社
で
資
本
金
が

1
億
円
超
，
又
は
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
負
債

合
計
が

20
0
億
円
以
上
の
場
合
は
，
様
式
第
十
七
号
の
三
（
附
属
明
細
表
）
の

提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
，
有
価
証
券
報
告
書
提
出
会
社
は
有
価
証
券
報
告
書
の
写
し
の
提
出
を

も
っ
て
附
属
明
細
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

当
期
の
貸
借
対
照
表
の
各
数

値
と
一
致
す
る
。
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様
式
第
十
七
号
（
第
四
条
、
第
十
条
、
第
十
九
条
の
四
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
用
紙
Ａ
４
）
 

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

自
 
令
和
２
年
 
４
月
 
１
日

至
 
令
和
３
年
 
３
月
３
１
日

（
会
社
名
）
 
(
株
)
 
仙
 
台
 
建
 
設

千
円
 

株
主
資
本

評
価
・
換
算
差
額
等

新
株

予
約
権

純
資
産

合
計

資
本
金

資
本
剰
余
金

利
益
剰
余
金

自
己

株
式

株
主
資

本
合
計

そ
の
他

有
価
証

券
評
価

差
額
金

繰
延

ヘ
ッ
ジ

損
益

土
地

再
評
価

差
額
金

評
価
・

換
算
差

額
等
合

計

資
本

準
備
金

そ
の
他

資
本

剰
余
金

資
本

剰
余
金

合
計

利
益
準

備
金

そ
の
他
利
益
剰
余

金

利
益

剰
余
金

合
計

○
○
 

積
立
金

繰
越

利
益

剰
余
金

当
期
首
残
高

2
0
,
0
0
0

5
0
0

5
0
0

1
5
,
0
0
0
1
4
,
0
6
4
2
9
,
0
6
4
△
 

4
9
,
5
6
4

4
9
,
5
6
4

当
期
変
動
額

新
株
の
発
行

剰
余
金
の
配
当

△
1
,
5
0
0
△
1
,
5
0
0

△
1
,
5
0
0

△
1
,
5
0
0

当
期
純
利
益

2
0
,
9
1
8
2
0
,
9
1
8

2
0
,
9
1
8

2
0
,
9
1
8

自
己
株
式
の
処
分

○
○
積
立
金
の
積
立
 

5
0
0
△
 
 
5
0
0

株
主
資
本
以
外
の

項
目
の
当
期
変
動

額
（
純
額
）

当
期
変
動
額
合
計

5
0
0
1
8
,
9
1
8
1
9
,
4
1
8

1
9
,
4
1
8

1
9
,
4
1
8

当
期
末
残
高

2
0
,
0
0
0

5
0
0

5
0
0

1
5
,
5
0
0
3
2
,
9
8
2
4
8
,
4
8
2
△

6
8
,
9
8
2

6
8
,
9
8
2

必
要
に
応
じ
項
目
を
追
加
す
る
。

自
社
で
定
め
て
い
る
積
立
金

の
名
称
を
記
載
す
る
。

前
期
の
貸
借
対
照
表
の

各
数
値
と
一
致
す
る
。

な
お
，
株
式
会
社
で
資
本
金
が

1
億
円
超
，
又
は
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
負
債

合
計
が

20
0
億
円
以
上
の
場
合
は
，
様
式
第
十
七
号
の
三
（
附
属
明
細
表
）
の

提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
，
有
価
証
券
報
告
書
提
出
会
社
は
有
価
証
券
報
告
書
の
写
し
の
提
出
を

も
っ
て
附
属
明
細
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

当
期
の
貸
借
対
照
表
の
各
数

値
と
一
致
す
る
。
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改　定　後 改　定　前



様式第十七号の二（第四条、第十条、第十九条の四関係）           （用紙Ａ４） 

注   記   表

自 令和 ２年 ４月 １日 

至 令和 ３年 ３月３１日 

（会社名） （株）仙 台 建 設

注 

 １ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況 

 ２ 重要な会計方針 

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券 

ア 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法で処理，売

却原価は移動平均法で算定） 

イ 時価のないもの 移動平均法による原価法 

 (2) 固定資産の減価償却の方法

   ①有形固定資産  建物については定額法，その他の資産は定率法 

   ②無形固定資産  定額法 

 (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金の計上基準 

    一般債権については法人税法の規定による法定繰入率，その他の債権については個々の債

権の回収可能性を勘案して計上している。 

 (4) 収益及び費用の計上基準

工事収益の計上基準 

    工期２年かつ請負金額１億円以上の工事については工事進行基準，その他の工事について

は工事完成基準を採用している。 

 (5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 税抜方式

 (6) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書､注記表作成のための基本となる重

要な事項  該当なし 

３ 会計方針の変更  該当なし

４ 表示方法の変更  該当なし 

４－２ 会計上の見積り

５ 会計上の見積りの変更 

６ 誤謬の訂正    該当なし

７ 貸借対照表関係 

(1) 担保に供している資産及び担保付債務 

   ①担保に供している資産の内容及びその金額 

   ②担保に係る債務の金額 

 (2) 保証債務、手形遡及債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額 

 (3) 関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務 

 (4) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権

及び金銭債務 

 (5) 親会社株式の各表示区分別の金額

会計監査人設置会社のみ記載。

自社で採用している評

価方法等を記載する。

経営事項審査を受ける場合は 

免税事業者を除き必ず税抜方式

７・８は株式譲渡制限

会社・有限会社・持分

会社は記載不要

該当事項がない場合に

おいては，「該当なし」

と記載する。

会計監査人設置会社のみ記載。
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様式第十七号の二（第四条、第十条、第十九条の四関係）           （用紙Ａ４） 

注   記   表

自 令和 ２年 ４月 １日 

至 令和 ３年 ３月３１日 

（会社名） （株）仙 台 建 設

注 

 １ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況 

 ２ 重要な会計方針 

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券 

ア 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法で処理，売

却原価は移動平均法で算定） 

イ 時価のないもの 移動平均法による原価法 

 (2) 固定資産の減価償却の方法

   ①有形固定資産  建物については定額法，その他の資産は定率法 

   ②無形固定資産  定額法 

 (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金の計上基準 

    一般債権については法人税法の規定による法定繰入率，その他の債権については個々の債

権の回収可能性を勘案して計上している。 

 (4) 収益及び費用の計上基準

工事収益の計上基準 

    工期２年かつ請負金額１億円以上の工事については工事進行基準，その他の工事について

は工事完成基準を採用している。 

 (5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 税抜方式

 (6) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書､注記表作成のための基本となる重

要な事項  該当なし 

３ 会計方針の変更  該当なし

４ 表示方法の変更  該当なし

５ 会計上の見積りの変更 

６ 誤謬の訂正    該当なし

７ 貸借対照表関係 

(1) 担保に供している資産及び担保付債務 

   ①担保に供している資産の内容及びその金額 

   ②担保に係る債務の金額 

 (2) 保証債務、手形遡及債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額 

 (3) 関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務 

 (4) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権

及び金銭債務 

 (5) 親会社株式の各表示区分別の金額

 （6）工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額

会計監査人設置会社のみ記載。

自社で採用している評

価方法等を記載する。

経営事項審査を受ける場合は 

免税事業者を除き必ず税抜方式

７・８は株式譲渡制限

会社・有限会社・持分

会社は記載不要

該当事項がない場合に

おいては，「該当なし」

と記載する。

会計監査人設置会社のみ記載。
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 （6）工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額
８ 損益計算書関係 

 (1) 売上高のうち関係会社に対する部分 
 (2) 売上原価のうち関係会社からの仕入高 
 (3) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額

(4)  関係会社との営業取引以外の取引高
 (5) 研究開発費の総額（会計監査人を設置している会社に限る。）
９ 株主資本等変動計算書関係 

 (1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数  譲渡制限株式 ○○○株
 (2) 事業年度末日における自己株式の種類及び数   該当なし
 (3) 剰余金の配当

平成２６年１１月１５日 定時株主総会 

 ア 配当総額 ○○○○円 

 イ 一株あたりの配当額 ○○円 

 ウ 配当原資 利益剰余金 

 エ 基準日 平成２６年９月３０日 

 オ 効力発生日 平成２６年１２月１０日 

 (4) 事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数 該当なし
10 税効果会計 
11 リースにより使用する固定資産 
12 金融商品関係
（1）金融商品の状況
（2）金融商品の時価等
13 賃貸等不動産関係
（1）賃貸等不動産の状況
（2）賃貸等不動産の時価
14 関連当事者との取引 
取引の内容 

種類 会社等の名

称又は氏名

議決権の所有 

（被所有）割合

関係内容 科目 期末残高 

 （千円）

ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。

（1）取引の内容 
種類 会社等の名

称又は氏名

議決権の所有 

（被所有）割合

関係内容 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

 （千円）

 (2) 取引条件及び取引条件の決定方針 
 (3) 取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容 

15 一株当たり情報 
(1) 一株当たりの純資産額 
(2) 一株当たりの当期純利益又は当期純損失 

10～16 は株式譲渡制
限会社・有限会社・持

分会社は記載不要

有限会社は出資

１口を１株に読

み替えて記載

持分会社は記載不要
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８ 損益計算書関係 

 (1) 工事進行基準による完成工事高 
 (2) 売上高のうち関係会社に対する部分 
 (3) 売上原価のうち関係会社からの仕入高 
 (4) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額

(5)  関係会社との営業取引以外の取引高
 (6) 研究開発費の総額（会計監査人を設置している会社に限る。）
９ 株主資本等変動計算書関係 

 (1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数  譲渡制限株式 ○○○株
 (2) 事業年度末日における自己株式の種類及び数   該当なし
 (3) 剰余金の配当

平成２６年１１月１５日 定時株主総会 

 ア 配当総額 ○○○○円 

 イ 一株あたりの配当額 ○○円 

 ウ 配当原資 利益剰余金 

 エ 基準日 平成２６年９月３０日 

 オ 効力発生日 平成２６年１２月１０日 

 (4) 事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数 該当なし
10 税効果会計 
11 リースにより使用する固定資産 
12 金融商品関係
（1）金融商品の状況
（2）金融商品の時価等
13 賃貸等不動産関係
（1）賃貸等不動産の状況
（2）賃貸等不動産の時価
14 関連当事者との取引 
取引の内容 

種類 会社等の名

称又は氏名

議決権の所有 

（被所有）割合

関係内容 科目 期末残高 

 （千円）

ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。

（1）取引の内容 
種類 会社等の名

称又は氏名

議決権の所有 

（被所有）割合

関係内容 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

 （千円）

 (2) 取引条件及び取引条件の決定方針 
 (3) 取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容 

15 一株当たり情報 
(1) 一株当たりの純資産額 
(2) 一株当たりの当期純利益又は当期純損失 

10～16 は株式譲渡制
限会社・有限会社・持

分会社は記載不要

有限会社は出資

１口を１株に読

み替えて記載

持分会社は記載不要
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16 重要な後発事象 

17 連結配当規制適用の有無

17－２ 収益認識関係

18 その他  該当なし

記載要領 

１ 記載を要する注記は、以下のとおりとする。 

 株 式 会 社 持分会社 

会計監査人 

設置会社 

会計監査人なし 

公開会社 株式譲渡 

制限会社 

１ 継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させるような事象又は状況 
〇 × × × 

２ 重要な会計方針 〇 〇 〇 〇 

３ 会計方針の変更 〇 〇 〇 〇 

４ 表示方法の変更 〇 〇 〇 〇 

４－２ 会計上の見積り 〇 × × × 

５ 会計上の見積りの変更 〇 × × × 

６ 誤謬の訂正 〇 〇 〇 〇 

７ 貸借対照表関係 〇 〇 × × 

８ 損益計算書関係 〇 〇 × × 

９ 株主資本等変動計算書関係  〇 〇 〇 × 

10 税効果会計 〇 〇 × × 

11 リースにより使用する固定資産  〇 〇 × × 

12 金融商品関係  〇 〇 × × 

13 賃貸等不動産関係  〇 〇 × × 

14 関連当事者との取引 〇 〇 × × 

15 一株当たり情報  〇 〇 × × 

16 重要な後発事象 〇 〇 × × 

17 連結配当規制適用の有無  〇 × × × 

17－２ 収益認識関係  〇 × × × 

18 その他 〇 〇 〇 〇 

【凡例】○ ・・・記載要、×・・・記載不要 

２ 注記事項は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の適当な場所 

に記載することができる。この場合、注記表の当該部分への記載は要しない。 

３ 記載すべき金額は、注15を除き千円単位をもつて表示すること。ただし、会社法（平成17年法律

第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては､百万円単位をもつて表示することができる。こ

の場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。 

４ 注に掲げる事項で該当事項がない場合においては、「該当なし」と記載すること。 

５ 貸借対照表､損益計算書、株主資本等変動計算書の特定の項目に関連する注記については、その関 

連を明らかにして記載する。 

６ 注に掲げる事項の記載に当たつては、当該事項の番号に対応してそれぞれ以下に掲げる要領に従

会計監査人設置会社のみ記載
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16 重要な後発事象 

17 連結配当規制適用の有無 

18 その他  該当なし

記載要領 

１ 記載を要する注記は、以下のとおりとする。 

 株 式 会 社 持分会社 

会計監査人 

設置会社 

会計監査人なし 

公開会社 株式譲渡 

制限会社 

１ 継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させるような事象又は状況 
〇 × × × 

２ 重要な会計方針 〇 〇 〇 〇 

３ 会計方針の変更 〇 〇 〇 〇 

４ 表示方法の変更 〇 〇 〇 〇 

５ 会計上の見積りの変更 〇 × × × 

６ 誤謬の訂正 〇 〇 〇 〇 

７ 貸借対照表関係 〇 〇 × × 

８ 損益計算書関係 〇 〇 × × 

９ 株主資本等変動計算書関係  〇 〇 〇 × 

10 税効果会計 〇 〇 × × 

11 リースにより使用する固定資産  〇 〇 × × 

12 金融商品関係  〇 〇 × × 

13 賃貸等不動産関係  〇 〇 × × 

14 関連当事者との取引 〇 〇 × × 

15 一株当たり情報  〇 〇 × × 

16 重要な後発事象 〇 〇 × × 

17 連結配当規制適用の有無  〇 × × × 

18 その他 〇 〇 〇 〇 

【凡例】○ ・・・記載要、×・・・記載不要 

２ 注記事項は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の適当な場所 

に記載することができる。この場合、注記表の当該部分への記載は要しない。 

３ 記載すべき金額は、注15を除き千円単位をもつて表示すること。ただし、会社法（平成17年法律

第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては､百万円単位をもつて表示することができる。こ

の場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。 

４ 注に掲げる事項で該当事項がない場合においては、「該当なし」と記載すること。 

５ 貸借対照表､損益計算書、株主資本等変動計算書の特定の項目に関連する注記については、その関 

連を明らかにして記載する。 

６ 注に掲げる事項の記載に当たつては、当該事項の番号に対応してそれぞれ以下に掲げる要領に従

つて記載する。 

注１ 事業年度の末日において、当該会社が将来にわたつて事業を継続するとの前提に重要な疑義を

生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善

会計監査人設置会社のみ記載
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つて記載する。 

注１ 事業年度の末日において、当該会社が将来にわたつて事業を継続するとの前提に重要な疑義を

生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善

するための対応をしてもなおその前提に関する重要な不確実性が認められるとき（ 当該事業年度

の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。）は、次に掲げる事項を記載

する。 

①  当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

②  当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

③  当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

④  当該重要な不確実性の影響を貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は注記表に 

反映しているか否かの別 

注２ 重要性の乏しい事項は、記載を要しない。 

(4） 完成工事高及び完成工事原価の認識基準、決算日における工事進捗度を見積もるために用いた

方法その他の収益及び費用の計上基準について記載する。なお、会社が顧客との契約に基づく義

務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、次に掲げる事項を記載する。

① 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 

② ①に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点 

③ ①及び②に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれるものと判断したもの

(5) 税抜方式及び税込方式のうち貸借対照表及び損益計算書の作成に当たつて採用したものを記載

する。ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜方式を

採用すること。 

注３ 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した

場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は記載を要せず、また、会計

監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあつては、④ ロ及びハに掲げる事項を省略するこ

とができる。 

①  当該会計方針の変更の内容 

②  当該会計方針の変更の理由 

③  会社計算規則（平成18年法務省令第13号）第２ 条第３ 項第59号に規定する遡及適用（以下 

単に「遡及適用」という。） をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する

影響額 

④ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合には、次   

に掲げる事項（ 当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、 

ロに掲げる事項を除く。） 

イ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の主な項目に対する影響額 

ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた理由並びに当

該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期 

ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性

がある場合であつて、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項 

注４ 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した

場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。 

①  当該表示方法の変更の内容 

②  当該表示方法の変更の理由 

注４－２ 次に掲げる事項を記載する。
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するための対応をしてもなおその前提に関する重要な不確実性が認められるとき（ 当該事業年度

の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。）は、次に掲げる事項を記載

する。 

①  当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

②  当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

③  当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

④  当該重要な不確実性の影響を貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表に 

反映しているか否かの別 

注２ 重要性の乏しい事項は、記載を要しない。 

(1) 完成工事高及び完成工事原価の認識基準、決算日における工事進捗度を見積もるために用いた

方法その他の収益及び費用の計上基準について記載する。 

(2) 税抜方式及び税込方式のうち貸借対照表及び損益計算書の作成に当たつて採用したものを記載

する。ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜方式を

採用すること。 

注３ 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した

場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は記載を要せず、また、会計

監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあつては、④ ロ及びハに掲げる事項を省略するこ

とができる。 

①  当該会計方針の変更の内容 

②  当該会計方針の変更の理由 

③  会社計算規則（平成18年法務省令第13号）第２ 条第３ 項第59号に規定する遡及適用（以下 

単に「遡及適用」という。） をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する

影響額 

④ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合には、次   

に掲げる事項（ 当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、 

ロに掲げる事項を除く。） 

イ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の主な項目に対する影響額 

ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた理由並びに当

該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期 

ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性

がある場合であつて、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項 

注４ 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した

場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。 

①  当該表示方法の変更の内容 

②  当該表示方法の変更の理由 

注５ 会計上の見積りの変更をした場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項

は、記載を要しない。 

①  当該会計上の見積りの変更の内容 

②  当該会計上の見積りの変更の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の 

項目に対する影響額 

③  当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす 

可能性があるときは、当該影響に関する事項 

注６ 会社計算規則第２ 条第３ 項第6 4 号に規定する誤謬の訂正をした場合に、次に掲げる事項を記
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改　定　前改　定　後



(1) 会計上の見積りにより当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又

は注記表の項目にその額を計上した項目であつて、翌事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書又は注記表に重要な影響を及ぼす可能性のあるもの 

 (2) 当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は注記表の(1)に掲げる

項目に計上した額 

 (3) (2)に掲げるもののほか、(1)に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する

情報 

注５ 会計上の見積りの変更をした場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項

は、記載を要しない。 

①  当該会計上の見積りの変更の内容 

②  当該会計上の見積りの変更の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の 

項目に対する影響額 

③  当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす 

可能性があるときは、当該影響に関する事項 

注６ 会社計算規則第２ 条第３ 項第6 4 号に規定する誤謬の訂正をした場合に、次に掲げる事項を記

載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。 

①  当該誤謬の内容 

②  当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 

注７ 

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務は、勘定科目別に記載する。 

(2) 保証債務、手形遡求債務、損害賠償義務等（ 負債の部に計上したものを除く） の種類別に総 

額を記載する。 

(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

(4) 総額を記載するものとし、取締役、監査役又は執行役別の金額は記載することを要しない。 

(5) 貸借対照表に区分掲記している場合は、記載を要しない。 

(6) 同一の工事契約に関する未成工事支出金と工事損失引当金を相殺せずに両建てで表示したとき

は、その旨及び当該未成工事支出金の金額のうち工事損失引当金に対応する金額を、未成工事支

出金と工事損失引当金を相殺して表示したときは、その旨及び相殺表示した未成工事支出金の金

額を記載する。 

注８ 

(1) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

(2) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

注９ 

（1) 事業年度中に行つた剰余金の配当（ 事業年度末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当

を受ける者を定めるための会社法第124条第１ 項に規定する基準日が事業年度中のものを含む。）

について、配当を実施した回ごとに、決議機関、配当総額、一株当たりの配当額、基準日及び効

力発生日について記載する。 

注10 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因を定性的に記載する。 

注11 ファイナンス・リース取引（ リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該

リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件（ 当該リース契

約により使用する物件をいう。）の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質

的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担す
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載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。 

①  当該誤謬の内容 

②  当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 

注７ 

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務は、勘定科目別に記載する。 

(2) 保証債務、手形遡求債務、損害賠償義務等（ 負債の部に計上したものを除く） の種類別に総 

額を記載する。 

(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

(4) 総額を記載するものとし、取締役、監査役又は執行役別の金額は記載することを要しない。 

(5) 貸借対照表に区分掲記している場合は、記載を要しない。 

(6) 同一の工事契約に関する未成工事支出金と工事損失引当金を相殺せずに両建てで表示したとき

は、その旨及び当該未成工事支出金の金額のうち工事損失引当金に対応する金額を、未成工事支

出金と工事損失引当金を相殺して表示したときは、その旨及び相殺表示した未成工事支出金の金

額を記載する。 

注８ 

(1) 工事進行基準を採用していない場合は、記載を要しない。 

(2) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

(4) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

注９ 

（1) 事業年度中に行つた剰余金の配当（ 事業年度末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当

を受ける者を定めるための会社法第124条第１ 項に規定する基準日が事業年度中のものを含む。）

について、配当を実施した回ごとに、決議機関、配当総額、一株当たりの配当額、基準日及び効

力発生日について記載する。 

注10 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因を定性的に記載する。 

注11 ファイナンス・リース取引（ リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該

リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件（ 当該リース契

約により使用する物件をいう。）の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質

的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担す

ることとなるものをいう。）の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通

常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない重要な固定資産について､定性的に記

載する。「重要な固定資産」とは、リース資産全体に重要性があり、かつ、リース資産の中に基

幹設備が含まれている場合の当該基幹設備をいう。リース資産全体の重要性の判断基準は、当期

支払リース料の当期支払リース料と当期減価償却費との合計に対する割合についておおむね１ 

割程度とする。ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。 

注12 重要性の乏しいものについては記載することを要しない。 

注13 賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は、記載を要しない。 

注14 「関連当事者」とは、会社計算規則第112条第４ 項に定める者をいい、記載に当たつては、関連

当事者ごとに記載する。関連当事者との取引には、会社と第三者との間の取引で当該会社と関連

当事者との間の利益が相反するものを含む。ただし、重要性の乏しい取引及び関連当事者との取

引のうち以下の取引については記載を要しない。 

①  一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引

条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 
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改　定　前改　定　後



ることとなるものをいう。）の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通

常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない重要な固定資産について､定性的に記

載する。「重要な固定資産」とは、リース資産全体に重要性があり、かつ、リース資産の中に基

幹設備が含まれている場合の当該基幹設備をいう。リース資産全体の重要性の判断基準は、当期

支払リース料の当期支払リース料と当期減価償却費との合計に対する割合についておおむね１ 

割程度とする。ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。 

注12 重要性の乏しいものについては記載することを要しない。 

注13 賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は、記載を要しない。 

注14 「関連当事者」とは、会社計算規則第112条第４ 項に定める者をいい、記載に当たつては、関連

当事者ごとに記載する。関連当事者との取引には、会社と第三者との間の取引で当該会社と関連

当事者との間の利益が相反するものを含む。ただし、重要性の乏しい取引及び関連当事者との取

引のうち以下の取引については記載を要しない。 

①  一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引

条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 

②  取締役、会計参与、監査役又は執行役に対する報酬等の給付 

③  その他、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一

般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な取引「種類」の欄には、会社計算規

則第112条第４ 項各号に掲げる関連当事者の種類を記載する。 

注15 株式会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした

場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して(1)及び(2)に

掲げる額を算定したときは、その旨を追加して記載する。 

注17 会社計算規則第158条第４ 号に規定する配当規制を適用する場合に、その旨を記載する。 

注17－２ 会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識す

る場合に、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）を記載する。ただし、会社法第444

条第３項に規定する株式会社以外の株式会社にあつては、①及び③に掲げる事項を省略すること

ができる。 

① 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実  

性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その

他の事項

② 収益を理解するための基礎となる情報 

③ 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

   なお、①から③までに掲げる事項が注２の規定により注記すべき事項と同一であるときは，当

該事項の記載を要しない。

注18 注１から注17－２までに掲げた事項のほか、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を記載する。 
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②  取締役、会計参与、監査役又は執行役に対する報酬等の給付 

③  その他、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一

般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な取引「種類」の欄には、会社計算規

則第112条第４ 項各号に掲げる関連当事者の種類を記載する。 

注15 株式会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした

場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して(1)及び(2)に

掲げる額を算定したときは、その旨を追加して記載する。 

注17 会社計算規則第158条第４ 号に規定する配当規制を適用する場合に、その旨を記載する。 

注18 注１から注17に掲げた事項のほか、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書により会

社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を記載する。 
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改　定　前改　定　後



建 設 業 兼業事業

（第四条、第十条、第十九条の四関係）様式第十九号

（用紙Ａ４）

損 益 計 算 書

自 令 和 ２ 年 １ 月 １ 日

至 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ３ １ 日

宮 城 太 郎 工 務 店（商号又は名称）

千円

Ⅰ 完 成 工 事 高 ６３，５８２ ７，２５０ ７０，８３２

Ⅱ 完 成 工 事 原 価

材料費 １７，６３６

労務費 ８，８７２

（うち労務外注費 ）

外注費 １３，６１０

経 費 １４，４４２ ５４，５６２ ６，２２３ ６０，７８５

完成工事総利益（完成工事総損失） ９，０２０ １，０２７ １０，０４７

Ⅲ 販売費及び一般管理費

従業員給料手当 １，１１０

退職金 ８８７

法定福利費

福利厚生費 ２７９

維持修繕費 ４７０

事務用品費 ２１４

通信交通費 ５２

動力用水光熱費 １４７

広告宣伝費 ９１

交際費 ８０１

寄付金

地代家賃 １４９

減価償却費 ２１０

租税公課 ４２４

保険料 １３７

雑 費 ４４６ ５，４２２

営業利益（営業損失） ４，６２４

Ⅳ 営 業 外 収 益

受取利息及び配当金

その他 ２７９ ２７９

兼業事業が総売上高

の１０分の１を超え

る場合は，( )完成1

工事高，( )完成工2

事原価及び完成工事

総利益（完成工事総

損失）を建設業及び

兼業事業の別に合計

の内訳も記入する。

「直前３年の各事業年度におけ

る工事施工金額」(様式第三号）

の合計の数字と一致する。
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建 設 業 兼業事業

（第四条、第十条、第十九条の四関係）様式第十九号

（用紙Ａ４）

損 益 計 算 書

自 令 和 ２ 年 １ 月 １ 日

至 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ３ １ 日

宮 城 太 郎 工 務 店（商号又は名称）

千円

Ⅰ 完 成 工 事 高 ６３，５８２ ７，２５０ ７０，８３２

Ⅱ 完 成 工 事 原 価

材料費 １７，６３６

労務費 ８，８７２

（うち労務外注費 ）

外注費 １３，６１０

経 費 １４，４４２ ５４，５６２ ６，２２３ ６０，７８５

完成工事総利益（完成工事総損失） ９，０２０ １，０２７ １０，０４７

Ⅲ 販売費及び一般管理費

従業員給料手当 １，１１０

退職金 ８８７

法定福利費

福利厚生費 ２７９

維持修繕費 ４７０

事務用品費 ２１４

通信交通費 ５２

動力用水光熱費 １４７

広告宣伝費 ９１

交際費 ８０１

寄付金

地代家賃 １４９

減価償却費 ２１０

租税公課 ４２４

保険料 １３７

雑 費 ４４６ ５，４２２

営業利益（営業損失） ４，６２４

Ⅳ 営 業 外 収 益

受取利息及び配当金

その他 ２７９ ２７９

兼業事業が総売上高

の１０分の１を超え

る場合は，( )完成1

工事高，( )完成工2

事原価及び完成工事

総利益（完成工事総

損失）を建設業及び

兼業事業の別に合計

の内訳も記入する。

「直前３年の各事業年度におけ

る工事施工金額」(様式第三号）

の合計の数字と一致する。
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改　定　後 改　定　前



Ⅴ 営 業 外 費 用

支払利息

その他

事業主利益（事業主損失） ４，９０３貸借対照表の純資産

「 」の部の 事業主利益

の額と一致する。
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Ⅴ 営 業 外 費 用

支払利息

その他

事業主利益（事業主損失） ４，９０３

注 工事進行基準による完成工事高

貸借対照表の純資産

「 」の部の 事業主利益

の額と一致する。

工事進行基準による完成工事高が

完成工事高の総額の１０分の１を

超える場合に記載する。
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改　定　後 改　定　前


